
131－ドイツ刑事訴訟における被害者参加について（水野）

一．

は
じ
め
に

わ
が
国
に
お
い
て
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
日
以
降
に
起
訴
さ
れ
た
事
件
の
う
ち
、
特
定
の
事
件

（
１
）

に
つ
い
て
被
害
者
参
加
人
制
度
の
運
用

が
開
始
さ
れ
た
。
本
制
度
の
趣
旨
は
、
こ
れ
ま
で
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
の
埒
外
に
置
か
れ
て
い
た
犯
罪
被
害
者（

２
）

（
以
下
特
に
明
記
な
き
場
合
、
単
に
被
害
者
と
す
る
）
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
権
利
向
上
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
（
３
）

。
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
、
被
害
者
の
訴
訟
参
加
は
そ
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
他
の
訴
訟
当
事
者
と
比
し
て
、

被
害
者
参
加
人
に
は
極
め
て
限
定
的
な
権
利
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
今
後
被
害
者
参
加
制
度
の
継
続
の
是
非
も
含
め
て
、
わ

が
国
の
被
害
者
参
加
の
形
態
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
は
未
知
数
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う

（
４
）

。

一
方
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
地
位
は
高
く
、
私
人
訴
追
の
手
続
（P

rivatklageverfahren

）
に

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
参
加
に
つ
い
て

―
―
意
見
表
明
の
自
由
と
芸
術
の
自
由
の
競
合
を
素
材
と
し
て
―
―水

　
野
　
陽
　
一

一．

は
じ
め
に

二．

ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
の
制
度

三．

若
干
の
考
察
―
日
本
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
ー

四．

お
わ
り
に
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お
い
て
特
定
の
軽
微
な
犯
罪
に
つ
い
て
私
人
に
よ
る
被
疑
者
の
訴
追
が
認
め
ら
れ
て
い
る
し
（§374

S
tP

O

）、
訴
訟
参
加
手
続

（N
ebenklageverfahren

）
に
お
い
て
被
害
者
は
、
特
定
の
犯
罪
に
関
し
て
検
察
官
の
提
起
し
た
公
訴
に
訴
訟
参
加
人
（N

ebenkläger （
５
）

）
と

し
て
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（§395

StPO （
６
）

）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
検
察
官
の
起
訴
独
占
が
原
則
と
し
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
上
記
の

制
度
は
あ
く
ま
で
も
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
例
外
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
（§152 A

bs.
1

S
tP

O

）、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
刑
事

訴
訟
に
参
加
す
る
被
害
者
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
検
察
官
と
の
共
同
訴
追
実
行
者

（
７
）

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

（
８
）

。

た
だ
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
現
代
的
意
味
で
の
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
実
現
し
た
の
は
一
九
八
六
年
に
い
わ
ゆ
る
被
害
者
保
護
法

（O
pferschutzgesetz （

９
）

）
が
成
立
し
、
翌
年
四
月
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う

（
10
）

。
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
は
、
従
来
か
ら
そ

の
証
人
と
し
て
の
役
割
に
お
い
て
、
裁
判
所
、
検
察
官
、
弁
護
側
に
と
っ
て
訴
訟
遂
行
上
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、
か
つ

真
実
の
探
求
の
客
体
で
あ
る
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
被
告
人
と
は
異
な
り
そ
の
存
在
は
刑
事
訴
訟
に
お
い

て
脇
役
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
い
時
期
が
存
在
し
た

（
11
）

。
被
害
者
保
護
法
に
よ
っ
て
、
被
害
者
は
刑
事
訴
訟
参
加
へ
の
可
能
性
が
大

幅
に
拡
大
さ
れ
、
か
つ
犯
罪
に
よ
る
損
害
の
補
償
と
言
う
観
点
か
ら
で
は
な
い
よ
り
直
接
的
な
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
法
的
地
位

が
認
め
ら
れ
る
契
機
が
築
か
れ
た

（
12
）

。

上
述
し
た
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
地
位
向
上
を
目
的
と
す
る
立
法
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
従
来
の
伝
統
的
刑
事
訴
訟
に
お
い

て
、
被
害
者
の
直
接
的
参
加
へ
の
可
能
性
が
あ
ま
り
に
少
な
か
っ
た
こ
と
の
反
省
で
あ
る

（
13
）

。
一
九
八
六
年
以
降
、
二
〇
年
以
上
に
渡
っ
て

ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
は
拡
大
さ
れ
続
け
る
傾
向
に
あ
り

（
14
）

、
そ
こ
に
あ
る
問
題
点
が
何
で
あ
る
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
わ

が
国
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
体
系
の
差
異
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
の
訴
訟
参
加
制
度
継
続
の
是
非
、
ま
た
本

制
度
が
今
後
如
何
に
し
て
運
用
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
え
る
上
で
非
常
に
有
益
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
１
）

被
害
者
参
加
制
度
の
対
象
事
件
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
三
一
六
条
の
三
三
第
一
項
が
規
定
す
る
。

（
２
）

諸
澤
英
道
『
被
害
者
学
入
門
〔
新
版
〕』
四
七
六
頁
参
照
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
一
）。

（
３
）

法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
九
年
法
律

第
九
五
号
）
の
立
法
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
一
層
の
保
護
を
図
る
た
め
、
犯
罪
被
害
者
等
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す

る
制
度
、
犯
罪
被
害
者
等
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
刑
事
手
続
の
成
果
を
利
用
す
る
制
度
及
び
刑
事
手
続
に
お
い
て
犯
罪
被
害
者
等
の
氏
名
等
の
情

報
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
記
録
の
閲
覧
及
び
謄
写
の
範
囲
を
拡
大
す
る
ほ
か
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る

ビ
デ
オ
リ
ン
ク
等
の
措
置
を
導
入
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。」

（
４
）

被
害
者
参
加
制
度
に
対
す
る
否
定
的
な
意
見
と
し
て
、
川
崎
英
明
「
刑
事
裁
判
へ
の
被
害
者
参
加
制
度
の
批
判
的
検
討
（
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
参
加

と
刑
事
弁
護
）」
刑
事
弁
護
第
五
〇
巻
（
二
〇
〇
七
）、
後
藤
弘
子
「
被
害
者
参
加
裁
判
と
刑
事
司
法
―
刑
事
裁
判
の
私
化
を
ど
う
防
ぐ
の
か
」
法
律
時
報
第

八
一
巻
四
号
（
二
〇
〇
九
）、
足
立
勇
人
（
茨
城
県
弁
護
士
会
会
長
）「
被
害
者
参
加
制
度
及
び
賠
償
命
令
制
度
導
入
に
反
対
す
る
会
長
声
明
」
等
参
照
。
以

上
に
関
し
て
共
通
す
る
の
は
、
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
が
、
適
正
な
事
実
認
定
や
、
量
刑
判
断
の
妨
げ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ

る
。

（
５
）

„N
ebenklage“

及
び„N

ebenkläger“

の
訳
語
に
関
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
公
訴
参
加
及
び
、
公
訴
参
加
人
と
す
る
文
献
も
あ
る
が
、„N

ebenklage“

は
公
訴

の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
よ
り
広
い
範
囲
に
渡
る
問
題
を
対
象
と
す
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
故
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
刑
事
訴
訟
に
参
加

す
る
と
い
う
意
味
で
、„N
ebenklage“

及
び„N

ebenklager“
の
訳
語
と
し
て
、
訴
訟
参
加
及
び
、
訴
訟
参
加
人
と
言
う
語
を
用
い
る
。
公
訴
参
加
及
び
、

公
訴
参
加
人
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
文
献
と
し
て
、
例
え
ば
、
吉
田
敏
雄
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
参
加
形
態
　
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
法
制

度
」
北
海
学
園
大
学
法
学
研
究
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
）。
本
稿
と
同
じ
く
訴
訟
参
加
、
訴
訟
参
加
人
と
い
う
訳
語
を
用
い
る
文
献
と
し
て
、
滝
沢
誠

「
犯
罪
被
害
者
の
訴
訟
参
加
（
一
）、（
二
）、（
三
）」
獨
協
法
学
第
六
四
・
六
六
・
六
七
巻
（
二
〇
〇
四
・
二
〇
〇
五
）
が
あ
る
。

（
６
）

類
似
の
制
度
が
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
等

に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
は
主
に
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。S

ee
L

orraine
W

olhuter,
N

eil
O

lley
and

D
avid

D
enham

V
ictim

ology
:

V
ictim

isation
and

V
ictim

's
R

ights,pp.189 -193 .(2009 ).

（
７
）

V
gl.W

erner
B

eulke,Strafprozess,2008 ,S.357 ff.;K
laus

V
olk,G

rundkurs
StP

O
,2008 ,S.338 ff.
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（
８
）

訴
訟
参
加
人
に
は
、
証
拠
調
べ
請
求
権
、
上
訴
権
等
強
力
な
刑
事
訴
訟
上
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
。

（
９
）

vgl.B
G

B
l.1
1986 ,S.2496 .

（
10
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
制
度
は
、
一
八
七
七
年
に
成
立
し
た
帝
国
刑
事
訴
訟
法
（R

eichsstrafprozessordnung

）
に
お
い
て
、
初
め
て
明
文
化
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
刑
事
訴
訟
と
い
う
も
の
は
、
専
ら
国
家
刑
罰
権
の
行
使
の
た
め
に
行
わ
れ
る
と
言
う
の
が
当
然
の
認
識
で
あ
っ
て
、
被
害
者
は
偶

然
に
犯
罪
が
具
現
化
し
た
客
体
と
し
て
し
か
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
認
識
の
下
で
当
時
の
訴
訟
参
加
制
度
の
目
的
は
、
検
察
官

の
監
視
及
び
負
担
軽
減
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。V

gl.K
arsten

A
ltenhain,JZ

,2001 ,S.795 .

（
11
）

A
lbin

E
ser,Zur

R
enaissance

des
O

pfers
im

Strafverfahren,G
edächtnis

für
A

rm
in

K
aufm

ann,1989 ,S.723 .

（
12
）

上
田
信
太
郎
「
ド
イ
ツ
私
人
訴
追
手
続
に
関
す
る
一
考
察
」
一
橋
論
業
第
一
〇
八
巻
八
三
頁
参
照
（
一
九
九
二
）、V

gl.
K

laus
Schroth,

D
ie

R
echte

des

O
pfers

im
Strafpzozess.2004 ,S.6 ff.

（
13
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.7 ),S.5 ff.

（
14
）

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
い
て
二
〇
〇
九
年
七
月
二
日
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律

(2 .
G

esetz
zur

S
tärkung

der

R
echte

von
O

pfern
und

Z
eugen

im
Strafverfahren.

(2 .
O

pferrechtsreform
gesetz))

が
賛
成
多
数
で
採
択
さ
れ
、
同
年
十
月
一
日
施
行
さ
れ
た
。
こ
れ
に

よ
り
刑
事
訴
訟
法
上
の
被
害
者
の
権
利
は
更
に
拡
大
す
る
方
向
に
あ
る
。V

gl.B
G

B
l.1
2009 ,S.2280 .

二．

ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
の
制
度

現
代
的
意
味
で
の
被
害
者
保
護
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
六
年
五
月
一
一
日
に
公
布
さ
れ
た
犯
罪
被
害
補
償
法

（O
pferentschädigungsgesetz （

15
）

）
の
制
定
で
あ
り
、
そ
の
後
一
九
八
六
年
一
二
月
一
八
日
に
被
害
者
保
護
法
が
成
立
し

（
16
）

、
こ
れ
に
よ
っ
て

現
代
的
意
味
で
の
訴
訟
参
加
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ
る
に
至
る
。
本
法
は
新
し
い
被
害
者
参
加
の
形
態
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
形
式
的
に
一
体
化
さ
れ
て
い
た
私
人
訴
追
の
対
象
事
件

（
17
）

と
、
公
訴
参
加
の
対
象
事
件
を
切
り
離
し
て

（
18
）

、
新
た
に
規
定
し
な
お
し
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た
（
19
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
訴
訟
参
加
は
私
人
訴
追
と
切
り
離
さ
れ
て
独
自
の
制
度
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

一
九
八
六
年
の
被
害
者
保
護
法
成
立
以
後
も
二
〇
〇
四
年
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律

（O
pferrechtsreform

gesetz （
20
）

）、
二
〇
〇
六
年
の
第
二
次
司
法
現
代
化
法
（2 .
Justizm

odernisierungsgesetz （
21
）

）、
二
〇
〇
七
年
の
ス
ト
ー
カ

ー
行
為
刑
法
構
成
要
件
化
の
た
め
の
第
四
〇
次
刑
法
改
正
（40 .

StÄ
nG （

22
）

）、
そ
し
て
二
〇
〇
九
年
の
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者

の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
（2 .

O
pferrechtsreform

gesetz （
23
）

）
の
成
立
に
よ
り
、
訴
訟
参
加
制
度
は
そ
の
対
象
と
す
る
犯
罪
や
、
制
度
内

容
に
変
更
を
加
え
な
が
ら
今
日
に
至
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
上
記
被
害
者
関
連
立
法
に
よ
る
諸
変
更
に
留
意
し
つ
つ
、
訴
訟
参
加
制
度

の
対
象
、
訴
訟
参
加
制
度
に
お
け
る
手
続
、
訴
訟
参
加
制
度
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
、
の
三
つ
に
分
け
て
順
次
考
察
を
加
え
る
。

（一）

訴
訟
参
加
制
度
の
対
象

○１
成
人
事
件
に
対
す
る
訴
訟
参
加

法
は
訴
訟
参
加
に
関
し
て
、
明
確
な
規
定
を
定
め
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
及
び
、
三
九
六
条
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
条
件
に

合
致
す
る
場
合
、
成
人
事
件
に
対
す
る
訴
訟
参
加
は
原
則
常
に
認
め
ら
れ
る

（
24
）

。

こ
れ
は
成
人
に
対
す
る
保
安
手
続
（Sicherungsverfahren （

25
）

）
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
二
〇
〇
四
年
刑
事
訴
訟
に
お

け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
の
成
立
以
前
は
、
保
安
手
続
に
お
い
て
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
許
さ
れ
る
か
否
か
不
明
確
で
あ

っ
た
。
従
来
連
邦
通
常
裁
判
所
（B

undesgerichtshof

﹇B
G

H
﹈）
は
保
安
手
続
へ
の
被
害
者
の
訴
訟
参
加
に
つ
い
て
消
極
的
な
姿
勢
を
示

し
て
お
り

（
26
）

、
こ
れ
は
、
一
九
八
六
年
被
害
者
保
護
法
が
成
立
し
て
か
ら
も
立
法
者
が
保
安
手
続
へ
の
訴
訟
参
加
に
関
し
て
明
確
な
規
定
を

定
め
て
い
な
い
と
の
理
由
か
ら
堅
持
さ
れ
て
き
た
が

（
27
）

、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
一
八
日
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
側
か
ら
の
被
害
者
へ
対

す
る
責
任
転
嫁
等
か
ら
、
被
害
者
を
保
護
す
る
必
要
性
が
保
安
手
続
に
お
い
て
も
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
保
安
手
続
に
お
け
る
被
害
者

の
訴
訟
参
加
を
容
認
す
る
立
場
へ
と
そ
の
姿
勢
を
改
め
た

（
28
）

。
こ
の
新
し
い
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
を
受
け
て
、
二
〇
〇
四
年
刑
事
訴
訟
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に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
の
中
で
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
の
規
定
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
、

明
文
に
よ
っ
て
被
害
者
の
保
安
手
続
に
お
け
る
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

○２
訴
訟
参
加
権
限
が
認
め
ら
れ
る
被
害
者
の
類
型

二
〇
〇
九
年
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
が
成
立
し
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
の
規
定
が

変
更
さ
れ
、
訴
訟
参
加
の
対
象
範
囲
が
拡
大
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
本
条
に
お
い
て
、「
私
人
訴
追
人
」（Privatklager

）
と
言
う

文
言
が
削
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
訴
訟
参
加
が
許
さ
れ
る
「
被
害
者

（
29
）

」（V
erletzte

）
は
、
主
に
以
下
四
つ
の
類
型
に
大
別
す
る
こ
と
が

で
き
る

（
30
）

。

¡

特
定
の
違
法
行
為
（D

urch
rechtsw

idrige
T

at

）
に
よ
る
被
害
者
（§395

A
bs.1

N
r1 -6

StPO

）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
は
、
特
定
の
違
法
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
参
加
人
と

し
て
の
参
加
を
認
め
る
。
訴
訟
参
加
権
限
（N

ebenklageberechtigung

）
は
自
ら
の
権
利
、
利
益
が
直
接
的
に
侵
害
さ
れ
た
者
に
関
し
て

の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

（
31
）

。
故
に
、
訴
訟
参
加
の
権
限
を
有
す
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
権
限
は
そ
の
親
族
等
に
承
継
さ
れ
な

い
。
被
害
者
親
族
の
訴
訟
参
加
に
つ
い
て
は
、
別
個
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
二
項
一
号
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
一
号
か
ら
六
号
は
と
り
わ
け
、
個
人
的
法
益
を
侵
害
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
言
及
し
、
そ
の
被
害
者

に
つ
い
て
原
則
訴
訟
参
加
権
限
を
認
め
る
。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
が
対
象
と
す
る
の
は
以
下
の
犯
罪
類
型
で
あ
る
。

・
　
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
罪
（§395

A
bs.1

N
r.1

StPO （
32
）

）

・
　
殺
人
未
遂
の
罪
（§395

A
bs.1

N
r.2

StPO （
33
）

）

・
　
身
体
に
対
す
る
罪
（§395

A
bs.1

N
r.3

StPO （
34
）

）

・
　
人
身
の
自
由
に
対
す
る
罪
（§395

A
bs.1

N
r.4

StPO （
35
）

）
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・
　
暴
力
保
護
法
が
規
定
す
る
裁
判
所
命
令
に
対
す
る
違
反
行
為
（§395

A
bs.1

N
r.5

StPO （
36
）

）

・
　
経
済
上
の
利
益
保
護
に
関
す
る
法
律
違
反
（§395

A
bs.2

N
r.6

StPO （
37
）

）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
五
号
が
定
め
る
暴
力
保
護
法
四
条
の
保
護
命
令
違
反
は
、
二
〇
〇
四
年
成
立
の
被
害
者
の
権
利
改

正
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
訴
訟
参
加
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

（
38
）

。
こ
の
際
に
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
、
傷
害
罪
類
型
及
び
、

性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
犯
罪
類
型
と
の
関
連
で
あ
る
が

（
39
）

、
あ
く
ま
で
も
本
条
は
暴
力
保
護
法
四
条
に
言
う
保
護
命
令
違
反
を
根
拠
と
す

る
訴
訟
参
加
の
み
を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
上
記
と
関
連
し
て
、
従
来
は
暴
力
保
護
法
四
条
の
保
護
命
令
違
反
の
一
類
系
と
し

て
訴
訟
参
加
制
度
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
七
年
に
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
刑
法
構
成
要
件
化
に
関
す

る
刑
法
改
正
が
行
わ
れ

（
40
）

、
そ
れ
に
伴
い
本
犯
罪
類
型
は
個
別
に
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
が
対
象
と
す
る
も
の
と
な
っ
た

（
41
）

。

ま
た
更
に
二
〇
〇
九
年
成
立
の
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
昨
今
国
際
的
に
問
題
と
な

っ
て
い
る
「
強
制
結
婚
」（Z

w
angsheirat

（
42
）

）
に
つ
い
て
も
本
制
度
の
対
象
と
な
っ
た
。

ま
た
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
及
び
、
三
項
に
列
挙
さ
れ
る
犯
罪
の
未
遂
罪
に
つ
い
て
も
、
被
害
者
に
よ
る
訴
訟
参
加
の
対

象
と
な
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
加
え
て
、
訴
訟
参
加
の
対
象
犯
罪
に
関
し
て
、
そ
の
正
犯
者
以
外
、
つ
ま
り
共
犯
者
の
訴
訟
に
お
い
て

も
被
害
者
は
訴
訟
参
加
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
共
犯
者
に
幇
助
の
事
実
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
被
害
者
は

当
該
共
犯
者
の
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
完
全
酩
酊
罪
（V

ollrausch

）
の
被
害
者
に

対
し
て
も
訴
訟
参
加
権
限
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
行
為
者
が
刑
法
三
二
三
条
ａ
に
言
う
酩
酊
状
態
に
お
い
て
、
ド

イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
に
列
挙
さ
れ
る
訴
訟
参
加
の
犯
罪
類
型
に
関
し
て
、
そ
の
構
成
要
件
を
実
現
し
た
場
合
、
被
害
者
に
は
訴
訟

参
加
権
限
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
と
関
連
し
て
、
被
告
人
の
責
任
能
力
の
有
無
が
、
被
害
者
に
よ
る
訴
訟
参
加
の
可
否
に
影
響
を
与
え
る

か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
、
一
般
的
に
違
法
行
為
の
成
立
に
は
、
刑
法
典
に
お
け
る
構
成
要
件
の
実
現
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
と
解
さ
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れ
る
た
め
に
（§11

A
bs.
1

N
r.
5

StG
B

）、
被
告
人
の
責
任
能
力
の
有
無
が
裁
判
所
に
お
い
て
訴
訟
参
加
の
許
否
が
判
断
さ
れ
る
際
に
問

題
と
な
る
こ
と
は
な
い

（
43
）

。

™

死
亡
し
た
被
害
者
の
親
族
等
（§

395
A

bs.2
N

r.1
StPO

）

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
参
加
は
、
本
来
訴
訟
参
加
人
た
る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
親
族
等
に
関
し
て

も
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
（§395

A
bs.
2

N
r.
1

StPO

）。
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
は
、
死
亡
し
た
被
害
者
の
両
親
、

子
、
兄
弟
姉
妹
、
配
偶
者
又
は
、
法
律
で
認
め
ら
れ
た
共
同
生
活
者

（
44
）

で
あ
る

（
45
）

）。
ま
た
死
亡
し
た
被
害
者
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
犯
罪

の
発
生
原
因
等
に
関
し
て
、
自
ら
に
責
任
が
無
い
と
訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
被
害
者
遺
族
に
訴
訟
参
加
を
認
め
る
こ
と

で
、
被
告
人
か
ら
の
死
亡
し
た
被
害
者
に
対
す
る
一
方
的
な
責
任
転
嫁
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

（
46
）

。

死
亡
し
た
被
害
者
遺
族
に
訴
訟
参
加
を
認
め
る
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
謀
殺
罪
（§211

S
tG

B

）
の
被
害
者
遺
族
、
故
殺
罪

（§212
StG

B

）
の
被
害
者
遺
族
の
み
な
ら
ず
、
他
の
致
死
結
果
を
含
む
結
果
的
加
重
犯
類
型
に
お
け
る
被
害
者
遺
族
を
も
そ
の
対
象
と
す

る
場
合
が
あ
る

（
47
）

。
以
上
に
関
し
て
、
い
わ
ゆ
る
結
果
的
加
重
犯
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
十
八
条
が
定
め
る
条
件
を

満
た
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
加
重
結
果
発
生
に
つ
い
て
行
為
者
に
少
な
く
と
も
過
失
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
48
）

。
但
し
ド
イ
ツ
刑

法
二
三
一
条
が
定
め
る
け
ん
か
等
の
参
加
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
規
定
に
該
当
す
る
行
為
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
被
害
者
の
遺
族
に

は
、
訴
訟
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
の
構
成
要
件
は
、
被
害
者
の
致
死
結
果
に
関
し
て
、
実
際
に
行
為
者
が
傷
害

行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
必
ず
し
も
要
求
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
条
に
お
け
る
被
害
者
遺
族
は
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
対
象
か
ら
除

外
さ
れ
る

（
49
）

。

な
お
本
条
に
よ
っ
て
訴
訟
参
加
を
認
め
ら
れ
る
被
害
者
遺
族
は
、
他
の
訴
訟
参
加
人
と
は
関
係
な
く
、
各
人
が
独
立
に
訴
訟
参
加
を
認

め
ら
れ
る

（
50
）

。
つ
ま
り
あ
る
被
害
者
遺
族
が
訴
訟
参
加
人
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
他
の
被
害
者
遺
族
が
除
外
さ
れ
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る
こ
と
は
な
い
し

（
51
）

、
ま
た
死
亡
し
た
被
害
者
の
異
母
（
異
父
）
兄
弟
姉
妹
も
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る

（
52
）

。
祖
父
母
に
は
、
被
害
者
死
亡
の

場
合
に
も
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
離
婚
し
た
配
偶
者
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
法
律
上
の
手
続
を
経
て
い
な
い
、
事
実
上

の
婚
姻
関
係
に
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
に
つ
い
て
も
、
現
状
で
は
訴
訟
参
加
は
許
さ
れ
な
い

（
53
）

。

£

起
訴
強
制
手
続
の
申
立
人
（§395

A
bs.2

N
r.2

StPO

）

被
害
者
に
よ
る
起
訴
強
制
手
続
の
申
立
を
受
け
、
上
級
地
方
裁
判
所
が
公
訴
の
開
始
を
決
定
し
た
場
合
（§175

StPO

）、
当
該
被
害
者

は
訴
訟
参
加
人
た
る
権
限
を
認
め
ら
れ
る
（§395

A
bs.
2

N
r.
2

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
訴
訟
参
加
人
た
る
被
害
者
は
、
検
察

官
が
訴
訟
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
人
の
権
利
を
顧
慮
、
確
保
す
る
こ
と
に
関
し
て
過
度
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
起
訴
強
制

手
続
の
申
立
と
は
別
に
、
検
察
の
新
た
な
捜
査
手
続
に
よ
っ
て
公
訴
の
提
起
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
も
本
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
訴
訟

参
加
人
た
る
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
上
級
地
方
裁
判
所
主
席
検
事
（G

eneralstaatsanw
altschaft

）
が
、
裁
判
所
に
よ
る
起
訴
強

制
手
続
の
命
令
と
は
独
立
に
不
起
訴
及
び
手
続
の
打
切
り
を
不
当
で
あ
る
と
判
断
し
、
独
自
に
公
訴
の
提
起
を
命
じ
て
い
た
場
合
、
当
該

訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
検
察
官
が
真
摯
に
訴
訟
活
動
を
行
わ
な
い
虞
が

無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
二
項
二
号
を
理
由
と
す
る
被
害
者
の
訴
訟
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
に

な
る

（
54
）

。
以
上
の
こ
と
か
ら
本
条
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
訴
訟
参
加
権
限
は
、
被
害
者
の
満
足
に
資
す
る
と
言
う
よ
り
も
、
検
察
官
が
行
う

訴
訟
活
動
の
監
視
及
び
、
検
察
官
の
訴
訟
活
動
の
公
正
さ
を
担
保
に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う

（
55
）

。

¢

過
失
傷
害
類
型
や
他
の
犯
罪
類
型
に
よ
る
重
大
な
被
害
を
被
っ
た
被
害
者
（§395

A
bs.3

StPO

）

従
来
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
三
項
の
規
定
は
、
過
失
傷
害
罪
（§229

S
tG

B

）
の
被
害
者
だ
け
を
そ
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ

り
、
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
は
交
通
事
犯
に
お
け
る
被
害
者
で
あ
っ
た
。
た
だ
二
〇
〇
九
年
の
法
改
正
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
と
な
る

犯
罪
の
範
囲
は
大
き
く
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
来
本
条
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
過
失
傷
害
罪
の
被
害
者
の
み
で
あ
っ
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た
が
、
侮
辱
や
名
誉
毀
損
等

（
56
）

、
名
誉
に
関
す
る
犯
罪
の
被
害
者
や
、
住
居
侵
入
窃
盗

（
57
）

の
被
害
者
、
強
盗
、
恐
喝
に
関
す
る
犯
罪

（
58
）

の
被
害
者
、

強
盗
や
窃
盗
を
目
的
と
し
た
自
動
車
等
の
運
転
者
及
び
そ
の
同
乗
者
へ
の
暴
行
、
傷
害
行
為
の
被
害
者

（
59
）

も
こ
れ
に
加
わ
っ
た
。
た
だ
し
本

条
に
お
い
て
問
題
と
な
る
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
他
の
犯
罪
類
型
と
は
異
な
り
、
当
該
被
害
者
に
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、

「
特
別
な
理
由
」（aus

besonderen
G

ründen

）
の
存
在
が
要
求
さ
れ
る
旨
明
文
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
本
条
に
お
い
て

問
題
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
類
型
の
被
害
者
に
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
被
害
者
の
権
利
利
益
に
つ
い
て
、
法
が
特
に
保

護
の
必
要
性
を
認
め
る
（schutzbedürftig

）
ほ
ど
の
重
大
な
結
果
が
生
じ
た
と
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る

（
60
）

。
こ
の
「
特
別
な
理

由
」
と
言
う
文
言
に
つ
い
て
、
統
一
的
な
解
釈
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
管
轄
裁
判
所
が
事
前
に
検
察
や
被
告
人
等
に
聴
取
し
、
そ
の
存
在
、

不
存
在
に
つ
い
て
判
断
す
る
の
で
あ
る
が

（
61
）

、
被
害
者
は
、
当
該
決
定
に
対
し
て
不
服
申
立
て
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（§396

A
bs.2 .S.

2 .
StPO

）。「
特
別
な
理
由
」
の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
、
と
り
わ
け
発
生
し
た
侵
害
の
程
度
が
重
要
な
指
針
と
な
る
。
つ
ま
り
重
大
な
侵

害
が
発
生
し
た
際
に
は
基
本
的
に
、
当
該
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

（
62
）

。
但
し
従
来
か
ら
本
条
に
お
い
て
対
象
と
さ

れ
て
い
る
過
失
傷
害
、
特
に
交
通
事
犯
の
場
合
に
お
い
て
、
被
害
者
側
の
過
失
に
つ
い
て
抗
弁
が
さ
れ
て
い
な
い
時
や
、
損
害
賠
償
請
求

訴
訟
が
未
だ
に
係
争
中
の
時
に
は
、
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
既
述
の
よ
う
に

二
〇
〇
九
年
の
法
改
正
に
お
い
て
、
本
条
が
対
象
と
す
る
犯
罪
類
型
が
大
幅
に
拡
大
さ
れ
た
。
従
来
は
過
失
傷
害
類
型
に
つ
い
て
の
み
が

本
条
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
に
加
え
て
強
盗
な
ど
の
比
較
的
重
大
な
侵
害
を
生
じ
さ
せ
や
す
い
犯
罪
類
型
も
そ
の
対
象
と
な
っ

た
た
め
、
法
改
正
以
前
よ
り
も
本
条
の
言
う
「
特
別
な
理
由
」
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
え
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る

（
63
）

。

（二）

訴
訟
参
加
制
度
に
お
け
る
裁
判
手
続

○１
訴
訟
参
加
の
申
立

被
害
者
の
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
は
、
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
通
じ
て
行
わ
れ
、
原
則
と
し
て
訴
訟
参
加
の
可
否



141－ドイツ刑事訴訟における被害者参加について（水野）

を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
書
面
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
（§396

A
bs.1

S.1 StPO

）、
訴
訟
参
加
の
申
立
て
の

際
に
未
だ
に
公
訴
が
提
起
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
公
訴
が
提
起
さ
れ
た
時
点
で
当
該
申
立
て
は
そ
の
効
力
を
生
ず
る
（§396

A
bs.
2

S.
2

S
tP

O
）。
被
害
者
の
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
訴
訟
参
加
は
、
刑
事
手
続
の
全
て
の
段
階
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
訴
訟
参
加
の
申
立

て
は
公
判
の
開
始
ま
で
に
そ
の
効
力
を
生
ず
る
必
要
は
な
く
、
公
判
中
に
も
当
該
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

（
64
）

。

ま
た
第
一
審
で
の
判
決
後
に
、
上
訴
の
た
め
訴
訟
参
加
を
申
立
て
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
る
（§395

A
bs.
4

S
.
2

S
tP

O

）。
例
え
ば
、

既
に
第
一
審
の
公
判
手
続
が
終
了
し
、
そ
こ
で
被
告
人
が
無
罪
判
決
を
受
け
て
い
た
と
し
て
も
、
検
察
官
が
、
当
該
無
罪
判
決
に
異
議
を

申
立
て
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
被
害
者
に
も
訴
訟
参
加
を
申
立
て
上
訴
審
裁
判
所
に
上
訴
提
起
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る

（
65
）

。

ま
た
再
審
手
続
に
関
し
て
、
訴
訟
参
加
人
自
ら
が
、
被
告
人
に
訴
訟
参
加
対
象
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
求
め
る
な
ど
の
理
由
で
再

審
請
求
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
他
の
訴
訟
当
事
者
が
再
審
請
求
し
た
場
合
に
は
、
被
害
者
に
再
度
訴
訟
参
加
権
限
が
認
め

ら
れ
る

（
66
）

。

訴
訟
参
加
申
立
て
の
効
力
が
一
度
生
ず
る
と
、
原
則
と
し
て
そ
の
後
行
わ
れ
る
全
て
の
手
続
に
対
し
て
そ
の
効
果
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
訴
訟
参
加
人
が
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
取
り
下
げ
な
い
限
り
、
特
別
な
申
立
て
が
無
く
と
も
当
該
訴
訟
参
加
人
は
原
則
と
し
て
、
上

訴
審
に
お
い
て
も
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
訴
訟
参
加
人
が
、
当
該
訴
訟
に
お
け
る
判
決
が
確
定
す
る
前
に
訴
訟
参

加
申
立
て
を
行
っ
た
場
合
、
再
審
請
求
手
続
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
そ
の
職
権
に
基
づ
き
（von

A
m

ts
w

egen

）
当
該
訴
訟
参
加
人
の

再
度
の
訴
訟
参
加
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
67
）

。

な
お
管
轄
裁
判
所
は
、
訴
訟
参
加
人
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
に
関
し
て
、「
決
定
（B

eschluss

）」
に
よ
り
そ
の
許
否
を
判
断
す
る
。

裁
判
所
に
よ
る
訴
訟
参
加
の
可
否
に
関
す
る
決
定
が
本
質
的
な
意
味
を
有
す
る
の
は
、
訴
訟
参
加
の
対
象
と
な
る
事
件
が
、
ド
イ
ツ
刑
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事
訴
訟
法
三
九
五
条
三
項
の
射
程
に
あ
る
場
合
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
三
項
が
問
題
と
な
る
事
件
に
お

い
て
、
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
訴
訟
参
加
の
申
立
て
の
有
無
と
い
う
形
式
的
な
要
件
に
加
え
て
更
に
、
特
別
な
理
由
の
存

在
と
い
う
実
質
的
要
件
の
存
在
も
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
68
）

。
以
上
取
り
扱
っ
た
訴
訟
参
加
の
許
否
に
関
す
る
裁
判
所
決
定
は
、
上
訴

審
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
保
証
は
な
い
。

○２
訴
訟
参
加
の
終
了

訴
訟
参
加
人
が
死
亡
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
二
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
参
加
の
申
立
て
は
そ
の
効
力
を
失
い
、
当

該
訴
訟
参
加
は
終
了
す
る
こ
と
に
な
る

（
69
）

。
ま
た
上
記
の
場
合
に
、
死
亡
し
た
訴
訟
参
加
人
の
親
族
等
に
、
当
該
訴
訟
参
加
人
の
権
利
、
地

位
が
承
継
さ
れ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
が
判
例
及
び
通
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る

（
70
）

。
こ
れ
は
、
私
人
訴
追
人
死
亡
の
場
合
に
、

親
族
等
に
よ
る
私
人
訴
追
の
継
続
を
認
め
る
旨
法
が
規
定
す
る
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
（§393

A
bs.2

StPO

）。

訴
訟
参
加
人
は
、
手
続
の
全
段
階
で
自
ら
が
し
た
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
撤
回
（W

iderruf

）
す
る
こ
と
が
で
き
る
（§402

S
tP

O

）。

訴
訟
参
加
申
立
て
の
撤
回
に
関
し
て
、
特
定
の
形
式
に
よ
ら
な
い
方
法
で
裁
判
所
に
対
し
て
こ
れ
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
が

（
71
）

、
当
該
撤
回

に
よ
っ
て
訴
訟
参
加
人
は
自
ら
の
訴
訟
参
加
に
よ
っ
て
生
じ
た
必
要
経
費
の
償
還
請
求
権
を
失
う
。
た
だ
し
訴
訟
参
加
人
が
訴
訟
参
加
申

立
て
の
撤
回
を
行
っ
た
場
合
に
も
、
同
一
事
件
に
お
い
て
、
再
度
訴
訟
参
加
を
申
立
て
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

（
72
）

。
し
か
し

な
が
ら
、
訴
訟
参
加
人
が
自
ら
の
権
利
を
放
棄
（V

erzicht

）
し
た
場
合
に
は
、
同
一
事
件
に
お
け
る
再
度
の
訴
訟
参
加
は
認
め
ら
れ
な

い
。訴

訟
参
加
の
権
限
を
有
す
る
者
は
被
告
人
と
和
解
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
73
）

。
こ
の
際
に
た
い
て
い
の
場
合
、
訴
訟
参
加
の
権
限
を
有
す

る
者
は
、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
訴
訟
参
加
し
な
い
こ
と
、
又
は
告
訴
権
の
放
棄
を
、
既
に
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
地
位
を
有
し
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
く
権
利
の
放
棄
等
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
上
記
和
解
に
よ
る
訴
訟
参
加
の
終
了
が
行
わ
れ
る
事
例
と
し
て
、
第
一
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に
考
え
ら
れ
る
の
は
名
誉
毀
損
事
件
に
お
い
て
訴
訟
参
加
が
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
被
告
人
、
被
害
者
間
の
和
解
が
行
わ

れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
被
告
人
の
公
式
陳
謝
（E

hrenerklärung （
74
）

）
が
被
害
者
に
対
し
て
成
さ
れ
る
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。
加
え
て
、
罰
金
の
支
払
い
、
損
害
賠
償
金
の
支
払
い
等
の
取
り
決
め
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
被
害
者
自
ら
が
告
訴
を
取
り
下
げ

る
か
、
最
初
か
ら
告
訴
権
を
放
棄
し
た
場
合
に
も
、
検
察
官
の
介
入
に
よ
り
当
該
訴
訟
が
継
続
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

（
75
）

。
和
解
手
続
が
困
難

と
な
る
の
は
、
本
来
親
告
罪
と
さ
れ
る
犯
罪
の
訴
追
に
、
検
察
官
が
公
共
の
利
益
を
認
め
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
告
訴
を
取
り
下
げ

る
こ
と
は
で
き
て
も
、
検
察
官
に
よ
り
行
わ
れ
た
公
訴
の
提
起
を
取
り
下
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
上
の
場
合
に
和
解
の
可
能
性
が
残

さ
れ
る
の
は
、
全
て
の
訴
訟
当
事
者
が
示
し
合
わ
せ
て
、
被
害
者
が
告
訴
を
取
り
下
げ
、
検
察
官
、
被
疑
者
、
も
し
く
は
被
告
人
の
合
意

を
元
に
裁
判
所
が
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
又
は
一
五
三
条
ａ
に
従
っ
て
、
当
該
訴
訟
を
打
ち
切
っ
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

（三）

訴
訟
参
加
人
の
権
利

訴
訟
参
加
人
に
は
、
刑
事
訴
訟
上
の
諸
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る

（
76
）

。
な
お
原
則
と
し
て
、
訴
訟
参
加
人
は
そ
の
権
利
行
使
に
際
し
て
、

検
察
官
の
意
思
と
は
独
立
し
て
自
ら
の
権
利
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
る

（
77
）

。
以
下
で
は
主
に
公
判
に
お
け
る
在
廷
権
、
弁
護
人
依
頼
権
、
証

拠
調
べ
請
求
権
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る

（
78
）

。

○１
在
廷
権

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
一
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
参
加
人
は
公
判
に
お
け
る
在
廷
権
を
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、

あ
く
ま
で
権
利
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
役
割
か
ら
公
判
に
お
け
る
在
廷
義
務
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な

い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
訴
訟
参
加
人
本
人
の
出
頭
を
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
さ
れ
る
。
訴
訟
参
加
人
は
、
基
本
的
に

は
何
時
で
も
公
判
廷
へ
の
出
廷
及
び
、
公
判
廷
か
ら
の
退
廷
を
許
さ
れ
る
。
訴
訟
参
加
人
は
、
訴
訟
参
加
人
で
あ
る
と
同
時
に
し
ば
し
ば

証
人
と
し
て
公
判
廷
に
召
還
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
当
該
訴
訟
参
加
人
は
、
そ
の
証
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
一
時
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的
に
で
は
あ
る
が
公
判
廷
に
お
け
る
在
廷
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（§48 ,51

StPO

）。
ま
た
逆
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
証
人
と
し
て
、

公
判
廷
に
お
け
る
在
廷
権
を
制
限
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
証
人
が
、
証
人
で
あ
る
の
と
同
時
に
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
地
位
を

認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
地
位
を
理
由
に
、
公
判
廷
に
お
け
る
在
廷
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（§397
A

bs.1
S.1

StPO （
79
）

）。
以
上
の
点
に
関
し
て
裁
判
所
は
、
訴
訟
参
加
人
の
公
判
廷
に
お
け
る
役
割
を
、
証
人
の
そ
れ
と
比
し
て
優
先

的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
80
）

。

○２
訴
訟
参
加
人
の
弁
護
人
依
頼
権

訴
訟
参
加
人
は
公
判
廷
に
お
い
て
、
自
ら
の
補
助
人
と
し
て
、
弁
護
人
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
更
に
弁
護
人
に
訴
訟
参
加
人
た

る
権
利
を
以
て
そ
の
全
権
を
委
ね
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
文
書
に
よ
る
申
立
て
が
必
要
に
な
る
（§397

A
bs.1

S.2 （
81
）

）。
ま

た
一
人
の
弁
護
人
が
複
数
の
訴
訟
参
加
人
を
代
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

（
82
）

。

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
ａ
一
項
に
よ
れ
ば
、
特
に
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
訴
訟
参
加
人
は
国
庫
に
よ
り
弁
護
人
、

い
わ
ゆ
る
被
害
者
弁
護
人
（O

pferanw
alt

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
83
）

。
二
〇
〇
九
年
に
成
立
し
た
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害

者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
、
被
害
者
弁
護
人
を
請
求
で
き
る
者
の
対
象
が
広
が
っ
た（

84
）

。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
ａ

一
項
が
対
象
と
す
る
被
害
者
に
つ
い
て
、
国
庫
に
よ
る
費
用
補
償
に
関
す
る
条
件
の
有
無
は
、
被
害
者
弁
護
人
を
請
求
す
る
上
で
特
に
問

題
と
な
ら
な
い
。

○３
証
拠
調
べ
請
求
権

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
七
条
一
項
三
文
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
参
加
人
に
は
証
拠
調
べ
請
求
権

（
85
）

が
認
め
ら
れ
る
。
訴
訟
参
加
人
に
認
め
ら

れ
る
証
拠
調
べ
請
求
権
は
、
一
九
八
六
年
被
害
者
保
護
法
成
立
に
伴
い
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
証
拠
調
べ
請
求
権

を
訴
訟
参
加
人
に
対
し
て
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
た
。
訴
訟
参
加
人
に
証
拠
調
べ
請
求
権
を
認
め
る
こ
と
に
対
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し
て
批
判
的
な
論
者
は
、
訴
訟
参
加
人
に
証
拠
調
べ
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
の
裁
判
所
に
課
せ
ら
れ
る
客
観
義
務
へ
与
え
る
悪
影
響
に
つ

い
て
、
大
き
な
懸
念
を
抱
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
被
害
者
で
あ
る
訴
訟
参
加
人
の
復
讐
を
目
的
と
す
る
証
拠
調
べ
請
求
が
行
わ
れ
る
可

能
性
を
憂
慮
し
、
か
つ
実
際
に
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
た
場
合
に
、
刑
事
裁
判
が
被
害
者
の
復
讐
の
場
と
化
す
事
態
を
生
ず
る
可
能

性
に
対
す
る
危
険
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る

（
86
）

。
確
か
に
、
証
拠
調
べ
請
求
権
の
よ
う
な
攻
撃
的
性
格
を
持
つ
権
利
を
被
害
者
で
あ
る
訴
訟

参
加
人
に
認
め
る
こ
と
は
、
本
来
訴
訟
参
加
制
度
に
認
め
ら
れ
る
保
護
機
能
と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い

（
87
）

。
た
だ
立
法
者
は
、
証

拠
調
べ
請
求
権
が
訴
訟
参
加
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
真
実
の
究
明
及
び
、
被
告
人
に
よ
る
犯
罪
発
生
に
対
す
る
責
任
転
嫁
に
被
害
者

が
対
抗
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
訴
訟
参
加
人
に
公
判
廷
に
お
け
る
証
拠
調
べ
請
求
権
を
認
め
た
の
で
あ
る

（
88
）

。
ま

た
以
上
に
加
え
て
、
当
該
権
利
が
訴
訟
参
加
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
満
足
に
も
資
す
る
と
考
え
ら
れ
る

（
89
）

。

○４
上
訴
権

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
四
項
及
び
、
四
〇
一
条
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
訴
訟
参
加
人
に
は
上
訴
権
（R

echtsm
ittel

（
90
）

）
が
認
め
ら

れ
る
。
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
地
位
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
が
行
う
判
断
（E

ntscheidung （
91
）

）
に
つ
い
て
、
不
服
（B

eschw
er

）
を
申
立

て
る
場
合
に
当
該
訴
訟
参
加
人
は
上
訴
を
行
う
権
限
を
有
す
る

（
92
）

。
但
し
訴
訟
参
加
人
は
、
被
告
人
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
た

め
の
上
訴
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
93
）

。
故
に
訴
訟
参
加
人
が
上
訴
を
提
起
す
る
際
に
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
九
六
条
二
項
の
規
定

は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る

（
94
）

。
但
し
訴
訟
参
加
人
が
被
告
人
に
対
し
て
不
利
な
結
果
を
目
指
し
て
上
訴
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ド
イ

ツ
刑
事
訴
訟
法
三
〇
一
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
95
）

。
上
訴
を
行
う
際
に
要
求
さ
れ
る
一
般
的
要
件

（
96
）は

、

訴
訟
参
加
人
が
上
訴
を
行
う
際
に
も
、
他
の
上
訴
権
限
者
と
同
様
に
要
求
さ
れ
る
。

訴
訟
参
加
人
は
検
察
官
と
は
独
立
し
て
、
上
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
（§401

A
bs.1

StPO

）。
こ
れ
は
公
訴
の
提
起
に
関
し
て
、

訴
訟
参
加
人
が
検
察
官
の
付
随
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
検
察
官
は
訴
訟
参
加
人
の
上
訴
提
起
の
判
断
に
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際
し
て
、
何
ら
の
指
示
、
干
渉
等
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
訴
訟
参
加
人
は
検
察
官
と
は
独
立
し
て
上
訴
を
提
起
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
検
察
官
と
同
様
の
範
囲
で
上
訴
権
を
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
刑

事
訴
訟
法
四
〇
〇
条
は
、
主
に
訴
訟
参
加
人
の
上
訴
権
制
限
に
関
し
て
規
定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
訴
訟
参
加
人
は
、
裁
判
所
が
認
定
し

た
も
の
と
は
別
の
法
的
効
果
（eine

andere
R

echtsfolge
der

T
at

（
97
）

）
を
求
め
て
上
訴
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
訴
訟
参
加
の
対
象
犯

罪
以
外
の
犯
罪
を
根
拠
と
し
て
上
訴
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
な
い

（
98
）

。
以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
〇
条
は
、
訴
訟
参
加

人
の
上
訴
権
に
つ
い
て
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
で
き
る
だ
け
犯
罪
事
実
に
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
客
観
的
訴
訟
参
加

人
（objektiver

N
ebenkläger （

99
）

）
と
、
復
讐
目
的
の
訴
訟
参
加
人
を
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
復
讐
目
的
の
訴
訟
参
加

人
の
排
除
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
訴
訟
参
加
人
に
、
検
察
官
に
求
め
ら
れ
る
様
な
客
観
義
務
の
履
行
を
過
度

に
求
め
る
こ
と
は
、
訴
訟
参
加
人
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
法
的
利
益
を
損
な
う
結
果
を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
〇
条
に
お
い
て
明
確
に
示
さ
れ
る
、
訴
訟
参
加
人
の
上
訴
権
制
限
に
関
す
る
立
法
者
意
思
は
、
首
尾
一

貫
し
て
実
務
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る

（
100
）

。

（
15
）

V
gl.B

G
B

l.I1976 ,S.1181 .

（
16
）

V
gl.B

G
B

l.I1986 ,S.2496 .

（
17
）

§374 ff.
S

tP
O

私
人
訴
追：

私
人
訴
追
手
続
に
お
い
て
、
特
定
の
犯
罪
に
関
し
て
、
被
害
者
は
検
察
官
に
代
わ
り
自
ら
公
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
さ
れ
る
。
対
象
犯
罪
は
、
一
九
八
六
年
以
前
、
住
居
侵
入
罪
、
侮
辱
罪
、
信
書
開
封
罪
、
傷
害
罪
及
び
過
失
傷
害
罪
、
脅
迫
罪
、
器
物
損
壊
罪
、
不
正
競

争
法
違
反
、
特
許
法
違
反
、
品
種
保
護
法
違
反
、
新
案
意
匠
法
違
反
、
半
導
体
保
護
法
違
反
、
商
標
法
違
反
、
登
録
意
匠
法
違
反
、
著
作
権
法
違
反
、
で
あ

っ
た
。
現
在
で
は
上
記
に
加
え
て
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
、
完
全
酩
酊
罪
等
が
対
象
と
な
る
犯
罪
類
型
に
加
わ
っ
て
い
る
。
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（
18
）

旧
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
私
人
訴
追
の
権
限
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
、
原
則
訴
訟
参
加
が
許
さ
れ
て
い
た
。
旧
ド
イ
ツ
刑
事
訴

訟
法
三
七
六
条
に
よ
れ
ば
、
私
人
訴
追
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
こ
に
公
共
の
利
益
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
訴
訟
を
検
察
官
が
引
き
継
ぐ
旨
規
定
さ
れ
て
い
る

（
こ
の
点
に
つ
い
て
現
行
法
も
同
様
）。
そ
の
場
合
、
旧
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
七
七
条
三
項
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
私
人
訴
追
を
提
起
し
た
者
が
そ

の
ま
ま
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
通
常
訴
訟
参
加
の
た
め
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
書
面
に
よ
る
申
請
が
必
要
で
あ
る
（
旧
法
、

現
行
法
と
も
に
同
様
）。
し
か
し
こ
の
場
合
例
外
的
に
手
続
参
加
の
申
請
は
不
要
と
さ
れ
た
。
旧
制
度
に
つ
い
て
、V

gl.
Z

.
B

.
H

inrich
R

üping,
D

as

Strafverfahren,1983 ,S.199 ff.,K
arlheinz

M
eyer,K

om
m

entar
zur

Strafprozessordnung,1981 ,S.1017 ff.

（
19
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.7 ),S.121 ff.

（
20
）

V
gl.B

G
B

l.1
2004 ,S.1354 .

（
21
）

V
gl.B

G
B

l.1
2006 ,S.3416 .

（
22
）

V
gl.B

G
B

l.1
2007 ,S.354 .

（
23
）

V
gl.B

G
B

l.1
2009 ,S.2280 .

（
24
）

従
来
成
人
が
対
象
と
な
る
裁
判
と
は
対
照
的
に
、
少
年
裁
判
（Jugendgerichtsverfahren

）
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
訴
訟
参
加
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
が
、
二
〇
〇
六
年
の
第
二
次
司
法
現
代
化
法
の
成
立
に
よ
り
、
一
部
重
大
犯
罪
が
問
題
と
な
る
事
件
に
つ
い
て
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（§80

JG
G

）。
ま
た
こ
の
他
に
、
少
年
（Jugend

）
が
若
年
成
人
（H

eranw
achsene

）、
成
人
（E

rw
achsene

）
と
の
同
一
法
廷
で
審
理
さ

れ
る
場
合
に
、
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
存
す
る
が
、
本
稿
で
は
主
に
成
人
事
件
に
対
す
る
訴
訟
参
加
に
つ
い
て
の
み
論
ず

る
。

（
25
）

§§413 -416
StPO

保
安
手
続：

ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
通
常
の
刑
事
訴
訟
を
進
行
す
る
際
に
、
被
告
人
に
は
刑
事
訴
訟
上
の
訴
訟
能

力
（V

erhandlungsfähigkeit

）
を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
民
事
訴
訟
上
の
訴
訟
能
力
（Prozessfähigkeit

）
と
区
別
さ
れ
、
民
事
上
の
行

為
能
力
（G
eschäftsfähigkeit

）
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
被
告
人
が
、
公
判
、
又
は
公
判
外
に
お
い
て
、
被
告
人
自
身
の
権
利
利
益
に
つ
い
て
理

性
的
に
認
識
し
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
防
御
活
動
を
分
別
の
あ
る
方
法
で
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
自
ら
の
主
張
、
反
論
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
訴
訟
能
力
が
認
め
ら
れ
る
。
被
告
人
に
関
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
継
続
的
な
訴
訟
能
力
が
認
め
ら

れ
な
い
と
検
察
官
が
判
断
し
た
場
合
、
検
察
官
は
保
安
手
続
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
保
安
手
続
は
被
告
人
の
改
善
、
保
安
が
目
的
で
行
わ
れ
る
。

ま
た
保
安
手
続
中
に
、
被
告
人
が
刑
事
訴
訟
上
の
訴
訟
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
通
常
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
再
度
移
行
す
る
こ
と
も
可
能
と
さ
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れ
た
。

（
26
）V

gl.L
utz

M
eyer-G

roßner
D

er
K

om
m

entar
zur

Strafprozessordnung
2009 ,S.1485 -1490 ,W

erner
B

eulke,a.a.O
.(A

nm
.7 ),S.173 ,K

laus
V

olk,a.

a.O
.(A

nm
.7 ),S.295 .

（
26
）

B
G

H
,N

JW
,1974 ,S.2244 .

（
27
）

B
G

H
,N

StZ,2002 ,S.275 .

（
28
）

B
G

H
,N

StZ,2002 ,S.275 .

（
29
）

現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
全
法
領
域
に
わ
た
る
統
一
的
か
つ
明
確
な„V

erletzter'“

、„V
erletzte'“

、„O
pfer“

つ
ま
り
日
本
語
で
言
う
「
被
害
者
」
の
定

義
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
法
領
域
毎
に
そ
の
定
義
は
異
な
る
。
訴
訟
参
加
制
度
に
お
い
て
被
害
者
と
は
、
起
訴
強
制
手
続
（K

lageerzw
ingungsverfahren

）

（§172
S

tP
O

）
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
に
理
解
さ
れ
、「
違
法
行
為
に
よ
っ
て
、
権
利
、
又
は
法
的
に
認
め
ら
れ
た
利
益
が
直
接
に
侵
害
さ
れ
た
者
」
を
言

う
。V

glW
erner

B
eulke,a.a.O

.(A
nm

.7 ),S.358 .

（
29
）

但
し
以
上
に
関
し
て
、
訴
訟
参
加
制
度
独
自
の
被
害
者
概
念
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
も
有
力
で
あ
る
。V

g
l.

D
irk

N
ied

lin
g

,

Strafprozessualer
O

pferschutz
am

B
eispielder

N
ebenklage,2004 ,S.61 .

（
30
）

D
irk

N
iedling,a.a.O

.(A
nm

.29 ),S.110 ff.

（
31
）

直
接
自
ら
の
権
利
に
侵
害
を
被
っ
た
者
に
認
め
ら
れ
る
訴
訟
参
加
権
限
（N

ebenklageberechtigung

）
と
、
被
害
者
死
亡
の
場
合
に
親
族
に
訴
訟
参
加
が

許
さ
れ
る
（A

nschlussberechtigung

）
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
32
）

本
犯
罪
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
犯
罪
で
あ
る：

被
保
護
者
に
対
す
る
性
的
虐
待
、
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
、
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
、

強
姦
、
抵
抗
で
き
な
い
者
に
対
す
る
性
的
虐
待
、
性
的
未
成
熟
者
に
対
す
る
姦
淫
、
売
春
目
的
で
の
人
身
売
買
、
少
年
に
対
す
る
性
的
虐
待
、
売
春
の
仲
介

及
び
、
売
春
婦
か
ら
の
搾
取
。

（
33
）

本
犯
罪
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
謀
殺
未
遂
罪
及
び
、
故
殺
未
遂
罪
で
あ
る
。

（
34
）

本
犯
罪
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
犯
罪
で
あ
る：

遺
棄
、
傷
害
、
危
険
な
手
段
を
用
い
た
傷
害
、
被
保
護
者
に
対
す
る
虐
待
、
結
果
に
後

遺
障
害
を
伴
わ
せ
た
傷
害
、
公
務
員
が
職
務
中
に
行
っ
た
傷
害
。

（
35
）

本
犯
罪
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
犯
罪
で
あ
る：

性
的
搾
取
を
目
的
と
し
た
人
身
売
買
、
労
働
搾
取
を
目
的
と
し
た
人
身
売
買
、
人
身
売

買
の
斡
旋
等
、
略
取
誘
拐
、
未
成
年
者
略
取
、
少
年
に
対
す
る
虐
待
、
ス
ト
ー
キ
ン
グ
行
為
、
一
週
間
以
上
の
監
禁
等
、
恐
喝
目
的
で
の
誘
拐
、
人
質
罪
、
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強
要
で
重
大
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
。

（
36
）

暴
力
保
護
法
（G

esetz
zum

zivilrechtlichen
Schutz

vor
G

ew
alttaten

und
N

achstellung

）（G
ew

SchG

）
は
二
〇
〇
一
年
十
二
月
一
一
日
成
立
の
家
庭

内
暴
力
や
ス
ト
ー
キ
ン
グ
行
為
の
拡
大
防
止
の
た
め
に
成
さ
れ
た
立
法
で
あ
り
、
本
法
は
行
為
者
の
被
害
者
宅
へ
の
立
ち
入
り
の
中
止
、
被
害
者
へ
の
接
近

禁
止
等
、
強
制
力
の
あ
る
命
令
に
つ
い
て
定
め
る
。
本
法
に
基
づ
く
各
種
命
令
の
違
反
に
は
罰
金
又
は
最
大
で
一
年
の
自
由
刑
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

（§4
G

ew
SchG

）。
本
法
の
違
反
者
に
対
す
る
審
理
に
お
い
て
も
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
許
さ
れ
る
。

（
37
）

本
犯
罪
類
型
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
犯
罪
で
あ
る：

特
許
法
違
反
、
品
種
保
護
法
違
反
、
新
案
意
匠
法
違
反
、
半
導
体
保
護
法
違
反
、
登
録

意
匠
法
違
反
、
著
作
権
法
違
反
等
。

（
38
）

二
〇
〇
四
年
改
正
当
時
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
一
号
ｅ
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
39
）

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
女
性
性
犯
罪
被
害
者
の
お
よ
そ
四
分
の
三
が
、
知
人
、
特
に
被
害
者
の
夫
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
と
の
統
計
が

あ
る
。V

gl.K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.7 ),S131 .

（
40
）

本
法
の
詳
細
に
つ
い
て
、
嘉
門
優
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
処
罰
規
定
の
新
設
に
つ
い
て
」
国
学
院
法
学
第
四
五
巻
第
四
号
六
七
頁
以
下
参

照
（
二
〇
〇
八
）。

（
41
）

A
ndew

as
M

osbacher,N
StZ,2007 ,S.670 -671 .

（
42
）

ド
イ
ツ
刑
法
典
は
、
そ
の
二
三
八
条
四
項
に
お
い
て
強
制
結
婚
の
罪
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
は
、
長
ら
く
そ
の
実
体
と
は
異
な
り
、

移
民
国
家
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
五
年
に
移
民
に
関
す
る
諸
立
法
（
い
わ
ゆ
る
移
民
法
）
を
成
立
さ
せ
移
民
国
家
で
あ
る
こ

と
を
初
め
て
認
め
た
。
以
上
を
受
け
て
、
主
に
移
民
系
住
民
の
間
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
強
制
結
婚
の
罪
に
関
す
る
規
定
を
創
設
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論

が
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
連
邦
議
会
案
（E

ntw
urf

eines
G

esetzes
zur

B
ekäm

pfung
der

Z
w

angsheiratund
zum

besseren
Schutz

der
O

pfer

von
Z

w
angsheirat

）
で
は
、
当
初
強
制
結
婚
に
関
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
八
条
ｂ
の
規
定
を
新
た
に
創
設
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
本
犯
罪

類
型
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
〇
条
に
規
定
さ
れ
る
強
要
罪
の
一
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
上
に
関
し
て
、
ハ
ン
ス
・
ゲ
オ
ル
ク
・
マ
ー

セ
ン
「
講
演
　
ド
イ
ツ
移
民
法
・
統
合
法
成
立
の
背
景
と
動
向
」
筑
波
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
号
一
〇
五
頁
以
下
参
照
（
二
〇
〇
七
）、V

gl.
E

ntw
urf

eines

G
esetzes

zur
B

ekäm
pfung

der
Z

w
angsheiratund

zum
besseren

Schutz
der

O
pfer

von
Z

w
angsheirat2006 .

（
43
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
の
文
言
に
は
、
違
法
行
為
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
（verletztistdurch

eine
rechtsw

idrige
T

at

）
と
あ
る
。

（
44
）

二
〇
〇
一
年
同
姓
に
よ
る
共
同
生
活
を
認
め
る
法
律
（L

ebenspartnerschaftsgesetz

）
の
成
立
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
同
姓
同
士
に
よ
る
婚
姻
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に
類
似
す
る
法
律
上
の
関
係
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
45
）

被
害
者
遺
族
に
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
遺
族
の
個
人
的
満
足
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
被
害
補
償
の
観
点
か
ら
見
て
も
大
き
な
意
味
を

持
つ
も
の
で
あ
る
。V

gl.B
V

efG
E

,N
JW

,1993 ,S.3316 -3317 .

（
46
）

訴
訟
参
加
制
度
の
機
能
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
保
護
機
能
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
・
前
掲
註
（
五
）
・
一
六
頁
以
下
、K

laus
S

chroth,
a.

a.
O

.

(A
nm

.12 ),S.133 .

（
47
）

例
え
ば
、
児
童
に
対
す
る
性
的
虐
待
致
死
、
強
姦
致
死
、
遺
棄
致
死
、
傷
害
致
死
、
誘
拐
致
死
、
強
盗
致
死
、
放
火
致
死
等
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
48
）

周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
八
条
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
に
関
し
て
、
基
本
行
為
と
加
重
結
果
と
の
間
に
少
な
く
と
も
過
失
を
要
求
す
る
。

（
49
）

ド
イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
の
規
定
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
同
時
傷
害
の
特
例
に
関
す
る
規
定
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
の
規

定
は
、
け
ん
か
（S

chlägerei
）、
二
人
以
上
の
複
数
人
に
よ
る
暴
行
傷
害
が
行
わ
れ
た
際
に
、
当
該
暴
行
傷
害
に
関
し
て
、
そ
の
因
果
関
係
や
客
観
的
帰
属

の
立
証
困
難
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
故
に
本
条
に
お
け
る
構
成
要
件
の
充
足
の
た
め
に
、
各
行
為
者
に
つ
い
て
、
実
際
に
傷
害
行

為
を
行
っ
た
事
実
は
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
は
、
被
害
者
が
直
接
に
本
条
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
る
違
法
行
為
に
よ
っ
て

侵
害
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
に
お
け
る
被
害
者
、
被
害
者
遺
族
に
訴
訟
参
加
を
認
め
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
刑
事

訴
訟
法
三
九
五
条
が
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。V

gl.L
ackner/K

ühlK
om

m
entar

zum
Strafrecht,2007 ,S.998 -1000 .

（
50
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.133 .

（
51
）

O
L

G
N

eustadt,N
JW

,1956 ,S.1611 .

（
52
）

O
L

G
D

üsseldorf,N
JW

,1958 ,S.394 .

（
53
）

B
verfG

E
,

N
JW

,
1993 ,

S.
3316 .

本
件
事
案
に
お
い
て
申
立
人
と
死
亡
し
た
被
害
者
の
間
に
は
ロ
マ
族
の
伝
統
的
作
法
に
お
け
る
婚
姻
は
な
さ
れ
て
い
た

が
、
法
律
上
の
婚
姻
関
係
が
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
死
亡
し
た
被
害
者
と
申
立
人
が
事
実
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
場
合
に
訴
訟
参
加
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が

問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
法
律
上
の
婚
姻
関
係
の
不
存
在
を
理
由
に
、
当
該
申
立
人
に
対
す
る
訴
訟
参
加
を
認
め
な
か
っ
た
。

（
53
）

な
お
ド
イ
ツ
人
弁
護
士
オ
リ
バ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー
（O

liver
K

östler

）
氏
に
よ
れ
ば
、
近
年
ド
イ
ツ
で
は
相
続
等
の
領
域
に
お
い
て
、
事
実
上
の
婚
姻
関

係
に
あ
る
者
に
対
し
て
法
律
上
の
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
と
同
等
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
男
性
同
士
、
女
性
同
士
の
関
係
で
あ
っ
て
も
同
様

で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
訴
訟
参
加
権
限
が
相
続
等
に
よ
っ
て
単
純
承
継
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
今
後
死
亡
し
た
訴
訟
参
加
権
限
が

認
め
ら
れ
て
い
た
被
害
者
と
事
実
上
の
婚
姻
関
係
が
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
、
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
無
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
以
上
に
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つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
九
月
二
九
日
広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
に
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
。

（
54
）

O
L

G
Frankfurt,N

JW
,1979 ,S.994 .

（
55
）

ド
イ
ツ
訴
訟
参
加
制
度
が
担
う
機
能
の
一
つ
と
し
て
、
検
察
官
が
行
う
訴
訟
活
動
の
監
視
機
能
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、V

gl.W
erner

B
eulke,a.

a.O
.(A

nm
.7 ),S.357 .,K

laus
Schroth,a.a.O

.(A
nm

,12 ),S.123 .,K
laus

V
olk,a.a.O

.(A
nm

.7 ),S.338 .

（
56
）

ド
イ
ツ
刑
法
一
八
五
条
か
ら
一
八
九
条
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
犯
罪
類
型
が
問
題
と
な
る
。
侮
辱
、
名
誉
毀
損
、
誹
謗
中
傷
、
政
治
的
活
動
に
対
す
る
名

誉
毀
損
及
び
、
誹
謗
中
傷
、
死
者
に
対
す
る
名
誉
毀
損
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
57
）

ド
イ
ツ
刑
法
二
四
四
条
は
武
器
を
用
い
た
窃
盗
（§244

A
bs.1

N
r.1

StG
B

）、
集
団
窃
盗
（§244

A
bs.1

N
r.2

StG
B

）、
住
居
侵
入
窃
盗
（§244

A
bs.1

N
r.3

StG
B

）、
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
こ
で
は
住
居
侵
入
窃
盗
の
み
が
問
題
と
な
る
。

（
58
）

ド
イ
ツ
刑
法
二
四
九
条
か
ら
二
五
五
条
、
及
び
三
一
六
条
ａ
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
犯
罪
類
型
が
問
題
と
な
る
。
強
盗
、
危
険
な
手
段
を
用
い
、
か
つ
被

害
者
の
生
命
身
体
等
に
危
険
を
も
た
ら
し
た
強
盗
、
強
盗
致
死
、
事
後
強
盗
、
恐
喝
、
強
盗
事
後
恐
喝
（R

äuberische
E

rpressung

）
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
59
）

ド
イ
ツ
刑
法
三
一
六
条
ａ
は
強
盗
（R

aub

）（§249
S

tG
B

）、
危
険
な
手
段
を
用
い
、
か
つ
被
害
者
の
生
命
身
体
等
に
危
険
を
も
た
ら
し
た
強
盗

（Schw
erer

R
aub

）（§250
StG

B

）、
事
後
強
盗
（R

äuberischer
D

iebstahl

）（§252
StG

B

）、
強
盗
事
後
恐
喝
（R

äuberische
E

rpressung

）（§255
StG

B

）

を
目
的
と
し
て
自
動
車
等
の
運
転
者
及
び
同
乗
者
に
暴
行
、
傷
害
を
行
っ
た
者
に
対
す
る
処
罰
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
本
条
は
交
通
の
安
全
と
財
産
保
護

を
そ
の
目
的
と
す
る
。
本
条
に
言
う
「
運
転
者
及
び
同
乗
者
」
と
は
当
該
暴
行
、
傷
害
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
際
に
自
動
車
等
を
運
転
し
て
い
る
者
及
び
、

そ
の
同
乗
者
を
言
う
。
ド
イ
ツ
刑
法
三
一
六
条
ａ
の
解
釈
に
関
し
て
、V

gl.L
ackner/K

ühl,a.a.O
.(A

nm
.49 ),S.1382 -1385 .

（
60
）

D
irk

N
iedling,a.a.O

.(A
nm

.29 ),S.111 .,K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.134 .

（
61
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.135 .

（
62
）

V
gl.A

G
H

öxter,N
JW

,1990 ,S.1126 .

（
63
）

山
口
和
人
は
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
三
項
が
対
象
と
す
る
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
の
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関

す
る
法
律
の
成
立
に
よ
り
、「
全・
て・
の・
犯
罪
類
型
が
そ
の
対
象
と
な
っ
た
」
と
し
て
い
る
（
傍
点
筆
者
）。
以
上
に
関
し
て
、
山
口
和
人
「
海
外
法
律
情
報
ド

イ
ツ
―
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
等
の
権
利
を
強
化
す
る
法
改
正
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
　N

o.1390

九
三
頁
参
照
（
二
〇
〇
九
）。

（
64
）

B
ayO

bL
G

,N
JW

,1958 ,S.1598 .

（
65
）

但
し
上
記
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
人
に
対
し
て
独
自
の
上
訴
期
間
は
設
定
さ
れ
ず
、
検
察
官
に
認
め
ら
れ
る
上
訴
期
間
の
間
に
上
訴
し
な
か
っ
た
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場
合
に
は
、
当
該
訴
訟
参
加
人
に
認
め
ら
れ
る
上
訴
権
も
消
滅
す
る
と
解
さ
れ
る
。
故
に
、
他
の
訴
訟
当
事
者
が
上
訴
を
取
り
下
げ
た
場
合
、
訴
訟
参
加
人

の
意
思
と
は
関
係
な
く
当
該
訴
訟
は
終
了
す
る
。B

G
H

beiPfeiffer/M
iebach,N

StZ,1984 ,S.18 .
（
66
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.141 .

（
67
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.142 .

（
68
）

O
L

G
D

üsseldorf,N
StZ-R

R
,1994 ,S.49 .

（
69
）

O
L

G
D

üsseldorf,M
D

R
,1986 ,S.76 .

（
70
）

z.B
.B

G
H

,N
StZ,1996 ,S.200 .,Fezer,N

StZ,1996 ,S.300 .

（
71
）

O
L

G
H

am
m

,N
JW

,1971 ,S.394 .

（
72
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
二
条
は
、
私
人
訴
追
人
が
訴
追
を
撤
回
し
た
場
合
に
、
再
度
の
訴
追
を
認
め
な
い
旨
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
条
が
訴
訟

参
加
制
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

（
73
）

ド
イ
ツ
で
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
和
解
の
一
形
態
と
し
て
刑
事
和
解
制
度
（T

äter-O
pfer-A

usgleich

）
が
存
在
す
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
ａ
は
刑
事

和
解
制
度
に
つ
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
制
度
の
主
旨
は
、
被
告
人
と
被
害
者
が
物
質
的
、
精
神
的
に
満
足
の
い
く
和
解
が
得
ら
れ
る
場
合
に
、
も

は
や
犯
罪
行
為
に
対
す
る
国
家
の
介
入
は
必
要
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
一
五
三
条
ａ
が
、
本
制
度
の
手
続
面
で
の
規
定
を
定

め
、
一
定
の
場
合
に
、
被
害
者
と
被
告
人
と
の
同
意
に
基
づ
く
刑
事
訴
訟
の
打
切
り
を
認
め
る
。
本
制
度
は
刑
事
手
続
の
中
に
、「
調
停
、
仲
裁

（M
ediation

）」
と
言
う
形
式
を
導
入
し
た
も
の
と
言
え
る
。
但
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
ａ
二
項
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
本
制
度
が
対
象
と
す
る
の
は
、
軽
罪

が
問
題
と
な
る
事
件
に
限
ら
れ
る
。

（
74
）

公
式
陳
謝
（declaratio

honoris

）：

公
式
陳
謝
と
は
他
者
を
侮
辱
し
た
こ
と
、
彼
の
名
誉
に
関
し
て
誤
っ
た
評
価
を
し
た
こ
と
を
認
め
、
か
つ
正
し
い

評
価
を
す
る
旨
、
口
頭
又
は
文
書
に
よ
っ
て
確
約
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
74
）

V
gl.E

hrenbreitstein-E
hrenerklärung,M

eyers
K

onversations-Lexikon
onlie-version,H

om
epageadresse

:
http://w

w
w

.retrobibliothek.de
/retrobib

/seite.htm
l?id=

104741 .

（
75
）

以
上
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
は
、
単
純
傷
害
と
過
失
傷
害
が
問
題
と
な
る
事
案
に
お
い
て
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
〇
条
一
項
は
、
単
純
傷
害
、
過

失
傷
害
の
両
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
、
原
則
的
に
は
被
害
者
の
告
訴
が
行
わ
れ
た
場
合
に
の
み
刑
事
訴
追
が
行
わ
れ
る
旨
規
定
す
る
。
但
し
同
条
一
項
一
文
後

段
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴
追
当
局
が
両
罪
の
訴
追
に
関
し
て
、
公
共
の
利
益
の
存
在
を
認
め
る
場
合
に
は
、
刑
事
訴
追
当
局
が
職
権
に
よ
り
刑
事
訴
追
を
行
う
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旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
76
）

訴
訟
参
加
人
が
自
ら
の
権
利
を
有
効
に
行
使
す
る
た
め
に
は
、
民
事
訴
訟
法
的
意
味
で
の
訴
訟
能
力
を
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
被
害

者
自
身
に
訴
訟
能
力
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
訴
訟
参
加
人
と
な
る
者
の
権
利
利
益
の
確
保
、
保
護
の
た
め
法
定
代
理
人
（gesetzlicher

V
ertreter

）
が
被

害
者
に
代
わ
り
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
行
う
。V

gl.K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.141 .

（
77
）

但
し
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
大
原
則
で
あ
る
客
観
義
務
に
抵
触
す
る
権
利
行
使
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
77
）

V
glK

laus
Schroth

a.a.O
.(A

nm
12 ),S.145 ff.

（
78
）

上
記
以
外
に
も
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
訴
訟
参
加
人
に
は
、
裁
判
官
の
忌
避
権
（§24 ,

31
StPO

）
及
び
、
鑑
定
人
の
忌
避
権
（§74

StPO

）、
被
告
人
、
証

人
及
び
鑑
定
人
に
対
す
る
質
問
権
（§240

A
bs.2

S.1
StPO

）、
公
判
廷
に
お
け
る
裁
判
長
の
訴
訟
指
揮
及
び
、
他
の
訴
訟
当
事
者
が
行
う
質
問
に
対
す
る
異

議
申
立
権
（§238

A
bs.2 ,§242

StPO

）、
証
拠
調
べ
に
対
す
る
意
見
陳
述
権
（§257

StPO

）
及
び
、
論
告
権
（§258

StPO

）、
等
が
認
め
ら
れ
る
。

（
79
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
五
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
た
者
は
、
通
常
公
判
に
お
け
る
在
廷
権
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
各

証
人
に
対
す
る
尋
問
は
一
人
ず
つ
個
別
に
行
わ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
で
、
各
証
人
の
尋
問
に
際
し
て
、
証
人
間
で
相
互
に
予
断
を
与
え
る

こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
目
的
で
行
わ
れ
る
措
置
で
あ
る
。
ま
た
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
四
三
条
二
項
二
文
に
よ
れ
ば
、
証
人
は
、
公
判
が
開
始
さ
れ
た
直

後
に
、
訴
訟
に
お
け
る
一
般
的
規
則
、
又
は
そ
の
進
行
等
に
関
し
て
説
示
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
直
後
に
被
告
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
た
め
、
一
旦
公

判
廷
か
ら
退
廷
す
る
こ
と
に
な
る
（§§58

A
bs.1 ,243

A
bs.2

S.2
StPO

）。V
gl.L

utz
M

eyer-G
roß

ner,a.a.O
.(A

nm
.25 ),S.212 -215 ,948 -955 .

（
80
）

B
G

H
,M

D
R

,1952 ,S.352 .

（
81
）

こ
れ
と
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
七
八
条
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
、
私
人
訴
追
人
が
補
助
人
と
し
て
の
弁
護
人
を
同
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

旨
規
定
す
る
。

（
82
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.149 .

（
83
）

訴
訟
参
加
を
申
立
て
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
は
様
々
に
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
真
実
の
解
明
に
重
点
を
置
く
被
害
者
も
い
れ
ば
、
被
告
人
へ
の
応
報
的

感
情
か
ら
訴
訟
参
加
を
す
る
被
害
者
も
多
い
。
ま
た
損
害
賠
償
請
求
や
、
刑
事
和
解
な
ど
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
賠
償
金
の
獲
得
を
目
指
す
者
も
多
く
、
そ
の

ニ
ー
ズ
は
様
々
で
あ
る
。
訴
訟
参
加
人
の
代
理
人
た
る
被
害
者
弁
護
人
（O

pferanw
alt

）
の
責
務
は
、
以
上
掲
げ
た
よ
う
な
被
害
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応

え
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
依
頼
人
た
る
被
害
者
と
入
念
な
打
ち
合
わ
せ
を
し
、
訴
訟
戦
略
を
構
築
す
る
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
る
。V

gl.K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.124 -126 .
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（
84
）

被
害
者
弁
護
人
を
請
求
で
き
る
者
は
、
特
定
の
犯
罪
類
型
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑

事
訴
訟
法
三
九
七
条
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
弁
護
人
を
請
求
で
き
る
者
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ
、
従
来
の
対
象
者
に
加
え
て
重
傷
害
、
強
盗
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

等
の
被
害
者
で
、
当
該
犯
罪
行
為
に
よ
り
重
大
な
被
害
を
被
っ
た
者
に
も
被
害
者
弁
護
人
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（§397 a

A
bs.
1

N
r.
1 -

4 .
）。

（
85
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
四
四
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
証
拠
調
べ
請
求
は
被
告
人
尋
問
の
後
、
公
判
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
証
拠
調
べ
と
は
特
定
の
形
式
に
則

っ
て
公
判
廷
に
公
判
で
、
そ
こ
で
争
わ
れ
る
事
実
に
関
す
る
資
料
を
採
用
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
裁
判
所
は
証
拠
調
べ
請
求
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
き
事
実
の
解
明
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
証
拠
調
べ
請
求
は
職
権
又
は
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。V

gl.
L

utz

M
eyer-G

roßner,a.a.O
.(A

nm
.25 ),S.955 -987 .

（
86
）

B
ernd

Schüm
ann,N

StZ
1986 ,S.193 ,198 .

（
87
）

T
hom

as
W

eigend,N
JW
1987 ,S.1170 ,1175 .

（
88
）

D
irk

N
iedling,a.a.O

.(A
nm

.29 ),S.84 .

（
89
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.151 .

（
90
）

こ
こ
で
言
う
上
訴
と
は
、
主
に
控
訴
（B

erufung

）、
上
告
（R

evision

）、
抗
告
（B

eschw
erde

）
を
指
す
。

（
91
）

こ
こ
で
言
う
裁
判
所
が
行
う
判
断
（E

ntscheidung
）
と
は
、
判
決
（U

rteil

）、
決
定
（B

eschluss

）、
命
令
（V

erfügung

）
を
指
す
。

（
92
）

B
G

H
St29 ,S.216 ,218 .

（
93
）

B
G

H
St37 ,S.136 .

（
94
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
二
九
六
条
は
上
訴
権
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
本
条
一
項
は
上
訴
権
限
者
を
原
則
検
察
官
及
び
、
被
告
人
で
あ
る
と
定
め
る
。
ま

た
検
察
官
が
被
告
人
に
有
利
な
結
果
を
目
指
し
て
、
上
訴
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
（§296

A
bs.2

StPO

）。

（
95
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
〇
一
条
は
検
察
官
に
よ
る
上
訴
の
効
果
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
本
条
に
よ
れ
ば
、
当
該
上
訴
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
場

合
、
破
棄
さ
れ
た
裁
判
所
の
判
断
に
関
し
て
、
上
訴
審
に
お
い
て
被
告
人
に
と
っ
て
有
利
な
変
更
が
な
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
該
検
察
官
上
訴
が
、

被
告
人
に
対
し
て
不
利
な
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
を
目
指
し
て
行
わ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

（
95
）

V
gl.L

utz
M

eyer-G
roß

ner,a.a.O
.(A

nm
.25 ),S.1180 .

（
96
）

上
訴
を
行
う
た
め
の
一
般
的
要
件
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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（
96
）

許
容
性
（Statthaftigkeit

）、
上
訴
権
限
（R

echtsm
ittelbefugnis

）、
刑
事
訴
訟
上
の
訴
訟
能
力
（Prosesshandlungsfähigkeit

）、
形
式
（Form

）、
上
訴

期
限
（Frist

）。
以
上
、
上
訴
の
一
般
要
件
に
関
し
て
、V

gl.K
laus

V
olk,a.a.O

.(A
nm

.7 ),S.297 ff.

（
97
）

法
的
効
果
の
宣
告
は
、
裁
判
所
が
出
す
判
決
主
文
を
構
成
す
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
、
自
由
刑
（§§38 ff.

S
tG

B

）、
罰
金
刑
（§§40 ff.

S
tG

B

）、

財
産
刑
（§43 a.StG

B

）、
付
加
刑
（§44 .StG

B

）
等
が
こ
れ
に
当
た
る
。

（
96
）

以
上
の
よ
う
に
法
的
効
果
の
宣
告
は
、
判
決
を
執
行
す
る
上
で
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
法
的
効
果
の
変
更
に
関
し
て
、
訴
訟
参
加
人
の
上

訴
権
が
制
限
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
は
、
実
質
的
に
、
訴
訟
参
加
人
の
判
決
を
不
服
と
す
る
上
訴
権
は
、
下
級
審
裁
判
所
で
、
被
告
人
無
罪
の
判
決
が
下
さ
れ

た
場
合
に
、
被
告
人
の
有
罪
を
求
め
て
行
う
も
の
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
98
）

一
九
八
六
年
当
時
立
法
者
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
四
〇
〇
条
の
規
定
を
制
定
す
る
際
に
以
下
の
こ
と
を
根
拠
と
し
た
。
つ
ま
り
、
被
害
者
は
自
ら
が
侵

害
さ
れ
、
か
つ
訴
訟
参
加
を
根
拠
付
け
る
犯
罪
に
対
し
て
の
み
、
訴
訟
参
加
人
と
し
て
、
有
罪
を
求
め
る
第
一
義
的
な
合
法
的
利
益
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
上
の
刑
罰
を
被
告
人
に
対
し
て
求
め
る
合
法
的
利
益
は
存
在
し
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
99
）

D
irk

Fabricius,N
StZ,1994 ,S.257 ,261 .

（
100
）

K
laus

Schroth,a.a.O
.(A

nm
.12 ),S.157 .

三．

若
干
の
考
察
―
―
日
本
法
と
の
比
較
を
通
じ
て
―
―

ド
イ
ツ
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
一
定
の
犯
罪
に
よ
る
被
害
者
が
刑
事
訴
訟
へ
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
制
度
趣
旨
は
被

害
者
保
護
及
び
、
そ
の
権
利
向
上
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
両
者
の
間
に
は
、
制
度
内
容
に
関
す
る
差
異
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
が
、
制
度
目
的
に
関
す
る
質
的
差
異
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一

項
に
列
挙
さ
れ
る
違
法
行
為
に
よ
る
被
害
者
は
原
則
と
し
て
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
刑
事
訴
訟
法
三
一

六
条
三
三
は
、
そ
の
一
項
の
列
挙
す
る
犯
罪
類
型
に
よ
る
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
そ
の
許
否
を
判
断
す
る
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と
し
て
い
る

（
101
）

。
し
か
も
そ
の
判
断
に
際
し
て
、
各
被
害
者
の
保
護
必
要
性
よ
り
も
裁
判
所
が
重
視
す
る
の
は
刑
事
訴
訟
の
適
正
な
進
行
や
、

被
告
人
の
権
利
保
護
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
102
）

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
三
項
の
列
挙
す
る
違
法
行
為
類
型
に
よ

る
被
害
者
に
つ
い
て
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
裁
判
所
が
そ
こ
に
特
別
な
理
由
を
認
め
た
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
既
述

の
よ
う
に
そ
の
判
断
に
際
し
て
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
発
生
し
た
侵
害
の
程
度
で
あ
り
、
重
大
な
侵
害
が
発
生
し
た
際
に
は
基
本

的
に
当
該
被
害
者
の
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
参
加
人
制
度
が
対
象
と
す
る
の
は
、
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
罪
、
強
制
わ
い
せ

つ
の
罪
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
及
び
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
の
罪
、
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
並
び
に
略
取
誘
拐
及
び
人
身
売
買
の
罪
等
、

人
の
身
体
に
重
大
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
虞
の
あ
る
罪
の
被
害
者
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
制
度

に
お
い
て
は
、
謀
殺
、
故
殺
罪
及
び
、
他
の
致
死
結
果
を
伴
う
結
果
的
加
重
犯
類
型
等
、
重
大
な
結
果
を
伴
う
違
法
行
為
類
型
を
は
じ
め
、

近
年
刑
法
構
成
要
件
化
さ
れ
た
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
、
強
制
結
婚
、
ま
た
各
特
別
法
に
規
定
さ
れ
た
経
済
規
定
に
対
す
る
罪
の
違
反
に
よ

る
被
害
者
等
、
幅
広
い
範
囲
で
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
関
し
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
八
七
七
年
の
訴
訟
参
加
制
度
発
足
以
後
、
そ
の
対
象
は
私
人
訴
追
と
同
一
、
つ
ま
り
私
的
領
域

に
関
わ
る
も
の
に
限
定
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
被
害
者
の
権
利
強
化
の
要
請
に
よ
っ
て
一
九
八
六
年
の
被
害
者
保
護
法
成
立
以

後
そ
の
対
象
範
囲
を
重
大
犯
罪
に
ま
で
拡
大
し
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
参
加
人
制
度
に
つ
い

て
は
そ
の
発
足
当
初
よ
り
人
の
身
体
に
重
大
な
結
果
を
生
ぜ
し
め
る
虞
の
あ
る
罪
に
限
定
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
被

害
者
参
加
人
制
度
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
制
度
が
目
的
と
す
る
も
の
と
の
差
異
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
七
年
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
の
刑
法
構
成
要
件
化
の
た
め
の
立
法
が
成
立
し
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る

よ
う
に
、
今
後
私
的
領
域
で
起
こ
る
犯
罪
に
つ
い
て
国
家
介
入
が
促
進
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
私
的
領
域
に
関
わ
る
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犯
罪
の
刑
事
訴
追
に
つ
い
て
の
、
私
人
に
よ
る
監
視
及
び
、
調
整
等
の
役
割
が
今
後
訴
訟
参
加
制
度
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
が

国
に
お
い
て
も
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
の
行
使
の
必
要
性
が
求
め
ら
れ
る
昨
今

の
国
内
情
勢
に
鑑
み
て
、
被
害
者
参
加
人
制
度
の
対
象
が
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
や
、
他
の
犯
罪
領
域
に
拡
大
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
を

議
論
す
る
必
要
性
が
生
じ
よ
う
。
更
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
制
度
を
利
用
す
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
、
真
実
解
明
を

求
め
る
者
、
訴
訟
に
お
い
て
賠
償
を
求
め
る
者
、
訴
訟
外
で
賠
償
を
求
め
る
者
等
、
様
々
に
特
徴
付
け
ら
れ
て
お
り
、
被
害
者
と
加
害
者

が
一
定
の
合
意
に
達
し
た
場
合
、
軽
罪
が
対
象
と
な
る
訴
訟
の
打
ち
切
り
制
度
に
よ
っ
て
刑
事
司
法
が
そ
れ
以
上
の
介
入
を
行
わ
な
い
こ

と
が
あ
る
な
ど
柔
軟
な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
上
に
関
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
被
害
者
参
加
人
制
度
の
対
象
犯
罪
拡
大
の
問
題

と
合
わ
せ
て
、
刑
事
裁
判
の
形
態
を
変
化
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
も
議
論
を
要
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
従
来
わ
が
国
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
日
本
人
の
被
害
者
に
限

定
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
二
〇
〇
九
年
成
立
の
第
二
次
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
改
正
に
関
す
る
法

律
に
よ
っ
て
、
強
制
結
婚
の
罪
に
つ
い
て
も
訴
訟
参
加
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
強
制
結
婚
の
罪
に
関
す
る
規
定
は
、
ド
イ
ツ

系
住
民
を
主
な
保
護
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
主
に
移
民
系
住
民
の
保
護
が
目
的
と
さ
れ
た
立
法
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
被
害
者
保
護

政
策
が
移
民
系
住
民
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
証
左
と
言
え
よ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
近
年
言
わ
れ
る
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
流
れ
の
中
で
、
外
国
人
住
民
の
更
な
る
増
加
が
予
想
さ
れ
、
外
国
人
が
主
体
、
若
し
く
は
客
体
と
な
る
犯
罪
の
増
加
が
予
想
さ
れ

る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
、
わ
が
国
の
刑
事
司
法
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
は
何

ら
か
の
指
針
と
な
り
得
よ
う
。

ま
た
被
害
者
遺
族
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
明
文
に
お
い
て
そ
の
定
義
が
な
さ
れ
、
死
亡
し
た
被
害
者
の
、
両

親
、
子
、
兄
弟
姉
妹
、
配
偶
者
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
事
実
上
の
共
同
生
活
者
に
つ
い
て
も
訴
訟
参
加
を
認
め
る
も
の
で
あ
る（

103
）

。
但
し
ド
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イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
が
定
め
る
け
ん
か
等
の
参
加
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
る
規
定
に
該
当
す
る
行
為
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
被
害
者
の
遺

族
に
は
、
訴
訟
参
加
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
刑
法
二
〇
七
条
を
根
拠
と
し
て
、
致
死
傷

結
果
を
生
じ
さ
せ
た
と
判
断
さ
れ
得
る
行
為
が
扱
わ
れ
る
事
例
に
お
い
て
同
様
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
よ
う
。
つ
ま
り
同
時
傷
害
の
特
例
は
、

同
時
犯
で
も
共
犯
と
し
て
取
り
扱
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
同
時
傷
害
で
あ
れ
ば
、
当
然
刑
訴
法
三
一
六
条
の
三
三
第
一
項

一
号
に
よ
っ
て
対
象
犯
罪
に
な
る
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
同
時
暴
行
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
が
、
共
犯
が
成
立
す
る

と
し
て
傷
害
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
当
は
暴
行
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
被
告
人
に

対
す
る
被
害
者
参
加
も
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
被
害
者
参
加
の
対
象
犯
罪
は
全
て
参
加
時
点
で
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
検
察
官
が
傷
害
の
訴
因
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
以
上
、
上
記
の
法
理
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、
無
罪
推
定
法
理

と
の
関
係
で
議
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
は
、
被
害
者
が
直
接
に
本
条
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
る
違

法
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
三
一
条
に
お
け
る
被
害
者
、
被
害
者
遺
族
は
、
ド
イ

ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
の
言
う
被
害
者
で
は
な
い
可
能
性
が
残
る
こ
と
か
ら
、
訴
訟
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
務
上
の
解
釈
は
、
無
罪
推
定
原
則
と
の
抵
触
を
避
け
る
措
置
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
今
後
わ
が
国
に
お
け
る

類
似
の
事
例
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
に
議
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
仮

に
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
被
害
者
に
つ
い
て
、
被
害
者
参
加
人
と
し
て
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
場

合
に
も
、
訴
訟
法
上
は
被
告
人
の
側
に
お
い
て
、
致
傷
結
果
に
寄
与
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
が
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
訟
法
三
一
六
条
の
三

三
第
三
項
に
基
づ
い
て
直
ち
に
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
と
関
連
し
て
、
被
害
者
に
よ
る
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
と
、
無
罪
推
定
原
則
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る
の
は
、
一
体
何
を
も
っ
て

「
被
害
者
」
を
観
念
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
問
題
は
、
全
て
の
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
特
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に
例
え
ば
、
一
対
一
の
け
ん
か
や
単
純
傷
害

（
104
）

、
自
動
車
事
故
等
の
事
例
に
お
い
て
、
未
だ
に
因
果
関
係
の
証
明
や
過
失
割
合
の
算
定
等
が

終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
一
方
の
当
事
者
を
「
被
害
者
」
と
し
て
刑
事
手
続
き
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
も
っ

て
し
て
被
害
者
、
加
害
者
の
関
係
を
決
定
し
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る

（
105
）

。

ま
た
検
察
官
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
訴
訟
参
加
制
度
に
お
い
て
は
、
被
害
者
は
公
訴
の
提
起
に
関
し
て
検
察
官
の
付
随
的
存
在
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
公
判
開
始
後
、
訴
訟
参
加
人
は
上
訴
権
を
含
む
自
ら
の
権
利
行
使
等
に
つ
い
て
、
検
察
官
の
意
思
と
は

独
立
し
て
意
思
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
対
照
的
に
わ
が
国
の
被
害
者
参
加
人
制
度
に
お
い
て
被
害
者
は
、
手
続
参
加
の

申
込
み
を
検
察
官
に
対
し
て
行
う
必
要
が
あ
り
、
公
判
に
お
い
て
も
自
ら
の
権
利
行
使
に
際
し
て
、
事
前
に
検
察
官
に
そ
の
旨
を
申
出
て

許
可
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
訴
訟
参
加
制
度
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
、
検
察
官
の
公
正
な
訴
訟
活
動
の
担
保
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
わ
が
国
の
被
害
者
参
加
人
制
度
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
、
今
後
被
害
者
参
加
人
の
主
体
的
権
利
を
認
め
る
か
否
か
と
併
せ
て
更
な
る
検
討
を
要
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
わ
が

国
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
当
事
者
構
造
を
採
用
す
る
関
係
上
、
通
常
検
察
官
は
当
然
に
訴
追
し
た
被
告
人
を
有
罪
に
導
く
よ
う

訴
訟
活
動
を
行
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
被
害
者
が
被
告
人
の
無
罪
を
求
め
て
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
を
申
し
出
た
場
合
、
こ
れ
を
ど
の

よ
う
に
取
り
扱
う
の
か
に
つ
い
て
議
論
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
106
）

。
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（
101
）

ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
三
九
五
条
一
項
が
そ
の
対
象
と
す
る
事
例
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
の
可
否
に
関
す
る
裁
判
所
の
決
定
は
宣
言
的
な
意
味
を
有
す
る
の

み
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
故
に
以
上
の
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟
参
加
人
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
法
的
地
位
は
、
裁
判
所
の
決
定
を
待
た
ず
と
も
、
被
害
者
に
よ

る
訴
訟
参
加
の
申
立
て
が
裁
判
所
に
対
し
て
さ
れ
た
時
点
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。V

glB
G

H
,N

StZ,1996 ,S.149 .

（
102
）

滝
沢
誠
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
新
報
一
一
五
巻
第
三
・
四
号
八
三
頁
（
二
〇
〇
八
）。

（
103
）

わ
が
国
の
被
害
者
参
加
人
制
度
は
、
事
実
上
の
共
同
生
活
者
で
あ
っ
た
者
を
、
刑
事
訴
訟
法
三
一
六
条
三
三
の
言
う
「
被
害
者
等
」
に
含
め
な
い
。
以
上

に
関
し
て
、
親
家
和
仁
「
犯
罪
被
害
者
等
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
第
六

〇
巻
第
一
〇
号
一
一
二
頁
参
照
（
二
〇
〇
八
）。

（
104
）

傷
害
行
為
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
、
双
方
が
有
罪
と
な
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
傷
害
罪
を
訴
訟
参
加
制
度
の
対
象
か
ら
除
外
す

る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
主
張
も
な
さ
れ
る
。V

gl.D
irk

N
iedling,a.a.O

.(A
nm

.29 ).S.64 .

（
105
）

以
上
に
関
し
て
興
味
深
い
事
例
が
存
在
す
る
。

（
105
）M

onika
W

eim
ar

事
件
（1988

）

（
105
）

本
件
事
案
に
お
い
て
、
二
人
の
児
童
が
殺
害
さ
れ
、
捜
査
段
階
に
お
い
て
は
そ
の
両
親
に
犯
罪
の
嫌
疑
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
そ
の
母
親

M
onika

W
eim

ar

の
み
が
謀
殺
罪
の
嫌
疑
で
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
。
同
時
に
被
害
者
の
父
親
、
つ
ま
りM

onika
W

eim
ar

の
夫
が
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
訴

訟
へ
の
参
加
を
地
方
裁
判
所
に
申
立
て
、
認
め
ら
れ
た
。
本
件
事
案
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
当
該
訴
訟
参
加
事
件
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
全
く

な
い
と
言
い
き
れ
な
い
者
に
対
し
て
、
訴
訟
参
加
人
た
る
権
限
が
認
め
ら
れ
る
か
と
言
う
こ
と
に
あ
る
。
ま
たM

onika
W

eim
ar

の
夫
は
、
訴
訟
に
お
い
て

訴
訟
参
加
人
た
る
権
限
に
基
づ
い
て
、M

onika
W

eim
ar

を
犯
罪
事
実
に
関
し
て
激
し
く
追
及
し
、
彼
女
が
有
罪
判
決
を
受
け
る
よ
う
非
常
に
積
極
的
な
訴

訟
活
動
を
行
い
、
結
局M

onika
W

eim
ar

に
は
謀
殺
罪
を
理
由
と
す
る
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
訴
訟
参
加
人
自
身
に
も
、
当
該
訴
訟
参
加

事
件
に
つ
い
て
の
嫌
疑
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、
自
ら
の
罪
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
訴
訟
参
加
人
と
し
て
の
訴
訟
活
動
を
行
う
者
を
、
攻
撃

的
な
訴
訟
参
加
人
（angreifender

N
ebenkläger

）
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。V

gl.K
arsten

A
ltenhein,a.a.O

.(A
nm

.10 ),S.791 .

（
105
）

本
件
事
案
に
お
い
て
、M

onika
W

eim
ar

はF
ulda

地
方
裁
判
所
で
、
謀
殺
罪
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
受
け
、
後
に
連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
有
罪
判

決
が
確
定
し
て
い
る
（B

G
H

S
t
36 ,

S
.
119 .

）。
た
だ
後
に
本
件
に
関
し
て
再
審
が
行
わ
れ
、M

onika
W

eim
ar

に
は
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
（O

L
G

Frankfurt,StV
,1996 ,S.138 .

）。
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（
105
）

本
件
事
案
に
お
い
て
、M

onika
W

eim
ar

に
対
し
て
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
訴
訟
参
加
人
の
訴
訟
活
動
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
事
実
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
本
件
事
案
に
お
い
て
訴
訟
参
加
人
た
る
地
位
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
被
告
人
の
夫
で
あ
り
、
捜
査
段
階
で
は
彼
に
も
、

犯
罪
の
嫌
疑
が
及
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

（
106
）

以
上
に
関
し
て
興
味
深
い
事
例
が
存
在
す
る
。

（
106
）Safw

an
E

id

事
件
（V

gl.O
L

G
Schlesw

ig,N
StZ

-R
R

,11999966 ,S.227700 .

）

（
106
）

本
件
事
案
は
、L

übeck

に
あ
る
収
容
保
護
施
設
に
対
し
て
行
わ
れ
た
放
火
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
放
火
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
火
災
で
一
〇

名
が
死
亡
、
三
八
名
が
重
度
の
火
傷
を
お
っ
た
。
捜
査
の
結
果
、
検
察
官
は
本
施
設
の
住
人
の
レ
バ
ノ
ン
人Safw

an
E

id

を
放
火
の
嫌
疑
を
理
由
に
起
訴
し

た
。
同
時
に
数
人
の
同
保
護
収
容
施
設
の
住
人
が
、
共
同
し
て
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
し
、L

übeck

地
方
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
た
。
本
件
事
案
に
お
い
て
、

訴
訟
参
加
人
は
被
告
人S

afw
an

E
id

の
無
罪
を
確
信
し
て
お
り
、
公
判
に
お
い
て
訴
訟
参
加
人
は
被
告
人
の
無
罪
を
求
め
て
訴
訟
活
動
を
行
っ
た
。
結
果

L
übeck

地
方
裁
判
所
はS

afw
an

E
id

に
無
罪
判
決
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
後
に
な
っ
て
連
邦
通
常
裁
判
所
は
こ
の
無
罪
判
決
を
破
棄
、K

iel

地
方
裁
判

所
に
お
け
る
差
戻
審
理
を
命
じ
た
。
ま
た
当
該
差
戻
審
に
お
い
て
被
害
者
ら
再
度
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
し
た
も
の
で
あ
る
が
、K

iel

地
方
裁
判
所
は
被
害

者
が
被
告
人
の
無
罪
を
求
め
て
刑
事
訴
訟
に
訴
訟
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
判
断
を
し
、
被
害
者
の
訴
訟
参
加
の
申
立
て
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ

のK
iel

地
方
裁
判
所
の
決
定
に
対
し
、
訴
訟
参
加
人
ら
はSchlesw

ig

上
級
地
方
裁
判
所
に
一
般
抗
告
の
申
立
て
を
し
た
が
、
こ
の
訴
訟
参
加
人
ら
の
一
般

抗
告
に
は
法
的
根
拠
が
な
い
と
し
て
棄
却
さ
れ
て
い
る
。
前
述M

onika
W

eim
ar

事
件
に
お
け
る
の
と
は
逆
に
、
被
害
者
が
訴
訟
参
加
人
と
し
て
、
被
告
人

の
無
罪
を
求
め
る
場
合
に
、
当
該
訴
訟
参
加
人
は
防
御
的
訴
訟
参
加
人
（verteidigender

N
ebenkläger

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
既
述
の
よ
う

に
判
例
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
但
し
学
説
に
お
い
て
は
防
御
的
訴
訟
参
加
人
を
認
め
る
も
の
も
存
在
す
る
。
防
御
的
訴
訟
参
加
人
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、

V
gl.K

arsten
A

ltenhein,a.a.O
.(A

nm
.10 ),S.797 ff.
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四．

お
わ
り
に

以
上
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
の
制
度
に
つ
い
て
整
理
し
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
訴
訟
参
加
の
制
度
は
、
一
九
八
六
年
の
被
害
者
保
護
法
の
成
立
以
後
、
被
害
者
に
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
主
体
的
な
立

場
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
諸
立
法
に
よ
る
改
正
を
経
て
今
日
ま
で
運
用
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
被
害
者
の
権
利
は
訴
訟
参
加

制
度
を
そ
の
中
核
と
し
て
、
強
化
さ
れ
続
け
る
流
れ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
日
よ
り
、

被
害
者
参
加
人
制
度
の
運
用
が
開
始
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
被
害
者
の
参
加
が
開
始
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
認
め
ら
れ
る

被
害
者
の
立
場
は
、
刑
事
訴
訟
の
目
的
や
、
被
告
人
の
権
利
を
疎
外
し
な
い
程
度
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
言
う
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
ド
イ
ツ
や
他
の
欧
米
諸
国
に
お
け
る
と
同
様
に
、
被
害
者
の
権
利
を
強
化
す
れ
ば
良
い

よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
と
は
そ
う
単
純
に
運
ば
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
本
稿
に
挙
げ
た
よ

う
な
被
害
者
の
刑
事
訴
訟
へ
の
参
加
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
発
生
等
様
々
な
問
題
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
今
後
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
裁
判
員
と
被
害
者
参
加
人
と
の
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
関
係
等
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
取
り
扱
う
こ

と
が
で
き
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
以
上
に
つ
い
て
、
本
稿
に
お
い
て
指
摘
し
た
諸
問
題
に
関
す
る
更
な
る
検
討
と
合
わ
せ
て
今

後
の
課
題
に
し
た
い
。


